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評価評価評価評価調査結果要約表調査結果要約表調査結果要約表調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：高危険度病原体に係るバイオセーフティ並び

に実験室診断能力の向上と連携強化プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第二グループ 

保健第三課 

協力金額（評価時点）：3 億 6,600 万円 

協力

期間 

（R/D）：2011 年 2 月～2016 年 2 月 先方関係機関：国立衛生疫学研究所（NIHE）、ホーチ

ミン・パスツール研究所（PIHCMC）、タイグェン衛

生疫学研究所（TIHE）、ニャチャン・パスツール研究

所（PINT）、パイロットとして選定された 10 の省予防

医療センター（PCPM） 

 日本側協力機関：国立感染症研究所（NIID） 

 他の関連協力：特になし 

１－１ 協力の背景と概要 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）は、2003 年の重症急性呼吸器症候群

（SARS）、2004 年の高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）、さらに最近は新型インフルエンザ

（H1N1）等、さまざまな感染症の脅威にさらされて、経済的にも大きな損失を被っている。こ

れら新興感染症の脅威に適切に対応し、その蔓延を防止するためのベトナム政府の実施体制は

脆弱で、ベトナム国内、さらには近隣諸国の人々の健康・安全を維持するためには、ベトナム

国内における課題に対して早急に適切な対策を講じる必要がある。 

しかし、ベトナムには、ウイルスの変異を確認するために必要なバイオセーフティレベル（Bio 

Safety Level：BSL）3 実験室がなかったため、国外の WHO 指定センター（わが国の国立感染症

研究所等）に検体を送付し、その診断結果を待たなければならない状況であったため、わが国

は感染症対策の中核機関である国立衛生疫学研究所（National Institute of Hygiene and 

Epidemiology：NIHE）に対し、無償資金協力「国立衛生疫学研究所高度安全実験室整備計画（2008

年完工）」で BSL3 実験室（4 室）を整備するとともに、技術協力「国立衛生疫学研究所能力強

化プロジェクト（2006 年 3 月～2010 年 9 月＜延長期間 1 年半を含む＞）」を通じて、①バイオ

セーフティ体制整備、②実験室維持管理能力向上、③検査診断技術向上を中心とした協力を展

開してきた。その結果、初めてベトナムでバイオセーフティという概念が根づき、バイオセー

フティ規則にのっとった高危険度病原体の取り扱いや施設や機材の運営・維持管理が行われる

ようになった。また、インフルエンザウィルス検査の確定診断を NIHE で行うことが可能となり、

検査結果が出るまでの日数が大幅に短縮されている。 

ベトナム政府は NIHE を含む国立研究所（ニャチャン、タイグェン、ホーチミン）を疫学、微

生物学及び免疫学の中核センターとして位置づけ、より下位レベルの省予防医療センター

（Provincial Center for Preventive Medicine：PCPM）への指導的役割を担わせることを想定してい

るが、現状では PCPM 及び国立研究所にけるバイオセーフティや実験室維持管理、検査診断技

術は十分ではない。今後全国における迅速かつ効果的な感染防止体制を確立するためには、NIHE

を中心として上記検査機関のバイオセーフティや実験室維持管理、検査診断技術に関する能力



 

ii 

向上を図り、全国レベルでの検査機関間の情報共有や連絡体制の強化を図る必要がある。かか

る状況下、新たにベトナム政府から技術協力の要請がなされた。 

高危険度病原体に係るバイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェク

ト（以下、「本プロジェクト」と記す）は、NIHE を含む国立研究所及びパイロットとして選定

された PCPM を対象に、各施設間の実験室診断ネットワークの構築・バイオセーフティの強化、

各研究施設における高危険度病原体に係る検査・管理能力の向上及び実験室機材の運用・維持

管理能力の強化を通じて、ベトナムの高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断

能力が全国的に強化されることを目的としている。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

高危険度病原体により発生する感染症の流行防止・抑制対策を講じるための正確・迅速

な検査体制が整備される。 

 

（2）プロジェクト目標 

高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に強化される。 

 

（3）成果 

1）NIHE、各地域研究所及びパイロットPCPMによって実験室診断ネットワークが構築さ

れ、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される。 

2）国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強

化される。 

3）国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強

化される。 

4）周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共有体

制が構築される。 

 

（4）投入 

1）日本側 

長期専門家：2 名 

長期専門家：（業務調整）1 名 

短期専門家：〔バイオセーフティ、実験施設・機材維持管理、標準微生物実験手技（Good 

Microbiological Technique：GMT）インフルエンザ、GMT 狂犬病、GMT

炭疽、GMT コレラ、GMT ペスト、GMT リケッチア、GMT ヒストプラス

マ、IEC/教材開発〕10 名 

機材供与：安全キャビネット、オートクレーブ、ホルマリン薫蒸器、フリーザー、科

学天秤、粒子測定機、診断に必要な試薬等を供与 

本邦研修：バイオセーフティ、実験室維持管理、GMT 狂犬病、GMT 炭疽、GMT コレ

ラ、GMT インフルエンザの研修に計 20 名が参加。長期本邦研修には、ゲ

ノム機能学分野において 1 名が参加 
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現地研修：バイオセーフティ、実験施設・機材維持管理、GMT 炭疽、GMT 狂犬病、

GMT コレラ、GMT ペスト、GMT インフルエンザ、情報・教育・コミュニ

ケーション（Information Education and Communication：IEC）/教材開発、GMT

ヒストプラスマ、GMT リケッチアに関する研修を実施 

現地業務費：約 34 万 7,000 米ドル（2013 年 9 月末まで）、GMT 研修、バイオセーフテ

ィ研修、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）会議開催、

維持管理費として支出 

2）ベトナム側 

カウンターパート（C/P）配置：NIHE、ホーチミン・パスツール研究所（Pasteur Institute 

of Ho Chi Minh City：PIHCMC）、タイグェン衛生疫学研究所（Tay Nguyen Institute of 

Hygiene and Epidemiology：TIHE）、ニャチャン・パスツール研究所（Pasteur Institute of 

Nha Trang：PINT）において、それぞれ、43 名、4 名、5 名、4 名の C/P を配置し、10

のパイロット PCPM には、計 10 名の C/P を配置 

施設：NIHE 内のプロジェクト事務所を提供 

現地業務費：2012 年は約 7 万 4,000 米ドル、2013 年は約 7 万 6,000 米ドルを人件費、

バイオセーフティ及び GMT 研修費、機材維持管理等として支出 

２．評価調査団の概要 

調査者 
担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 金井要 JICA 人間開発部 技術審議役 

実験室診断 田代眞人 国立感染症研究所インフルエンザウィルス研究 

センター長 

バイオセーフティ 棚林清 国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室長 

協力企画 駒橋梨絵 JICA 人間開発部 計画・調整課兼保健第三課 

評価分析 井上貴史 株式会社コーエイ総合研究所 主任コンサルタント 

調査期間 2013 年 9 月 22 日～2013 年 10 月 11 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果の達成状況 

計画されている 4 つの成果に関して、成果 1、2、3 はおおむね順調に達成されつつある。

成果 4 は当初よりプロジェクト後半での活動と位置づけられている。特に成果 1 及び 2 に

関しては、研修の実施等を通して着実に進展がみられており、適切に達成されつつある。 

各成果の達成状況は以下のとおりである。 

 

成果成果成果成果 1：：：：NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM によって実験室診断ネットワークが構によって実験室診断ネットワークが構によって実験室診断ネットワークが構によって実験室診断ネットワークが構

築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される築され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される。。。。 

実験室スタッフのうち、バイオセーフティに関する研修を受講したスタッフの割合及び

数（指標 1-1）は増加し、これに伴って各地域研究所におけるバイオセーフティに関する担

当部署等の設置とバイオセーフティ強化に関する活動状況（指標 1-2）及び実験室における
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事故の報告体制の整備状況（指標 1-3）は着実に向上している。これらのことから、成果 1

はほぼ達成されつつあるものと判断される。また、NIHE、すべての地域研究所及びほぼす

べてのパイロット PCPM にバイオセーフティに関する担当部署が設置されたことにより、

バイオセーフティが導入・強化されている。プロジェクト管理会議（Project Management 

Meeting：PMM）の実施回数（指標 1-4）は 2 回のみであったものの、その機能を補完する

協議が頻繁に実施され、情報共有が行われている。 

 

成果成果成果成果 2：：：：国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力

が強化されるが強化されるが強化されるが強化される。。。。 

成果 1 の進捗により、診断を実施する体制が整ってきている。プロジェクトで診断対象

とする 7 病原体（インフルエンザ、狂犬病、炭疽、コレラ、ペスト、リケッチア、ヒスト

プラスマ）すべての GMT 研修が実施されるようになり、NIHE、地域研究所及びパイロッ

ト PCPM における診断能力は着実に強化されているといえる。NIHE、各地域研究所及びパ

イロット PCPM の実験室スタッフのうち、高危険度病原体の診断に関する研修を受講した

スタッフの割合及び数（指標 2-1）が増加し、これに伴って、実施される検査の数と種類（指

標 2-2）は増加している。 

2013 年 3 月に NIHE に設置されていた可搬式 BSL3 実験室が PIHCMC に移設された。そ

の結果、BSL3 施設をもつ NIHE 及び PIHCMC では、プロジェクトで対象とする 7 病原体す

べてについて診断が可能な環境となった。 

 

成果成果成果成果 3：：：：国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力

が強化されるが強化されるが強化されるが強化される。。。。 

実験施設及び機材の維持管理状況は、BSL3 施設が設置されている NIHE 及び PIHCMC を

中心に向上しており、両研究施設では、実験施設及び機材の運用・維持管理に関する研修

を受講した割合及び数（指標 3-1）が増加している。 

また、NIHE において、標準手順（Standard Operation Procedure：SOP）が開発・修正され、

地域研究所及び PCPM における SOP 作成への支援が行われた結果、対象施設において関連

の規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される実験施設及び設備の割合（指標 3-2）

は、各施設において確実に増加している。 

 

成果成果成果成果 4：：：：周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共

有体制が構築される有体制が構築される有体制が構築される有体制が構築される。。。。 

近隣諸国とのワークショップは、プロジェクト後半の 2015 年に実施予定である。NIHE

ウェブサイト上にバイオセーフティ関連法案、政令等を開示しており、現在、英語版を作

成中である。これにより近隣諸国とのバイオセーフティに係る情報共有を図る予定である。 

 

（2）プロジェクト目標の達成状況 

「高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に強化される。」 

現段階での成果の達成状況は、おおむね順調である。特に、成果 1 及び成果 2 は着実に

達成されつつあり、プロジェクト目標の達成に貢献し得るものと期待される。 
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NIHE、地域研究所及びパイロット PCPM において検査可能な病原体の数と種類（指標 1）

は、着実に増加している。実験室の診断に係る整備状況が向上するとともに、スタッフの

経験も蓄積しているといえるが、今後、更に診断の質を向上させることが重要である。ま

た、NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPM において、バイオセーフティ及び品質保証

の基準を満たす実験室の数（指標 2）も増加している。また、ISO17025 あるいは ISO151819

を取得する実験室数は 13 に達しており、いくつかの実験室では、申請準備中であるため、

今後更に増加することが見込まれる。2012 年 12 月に政府によるバイオセーフティ基準が設

けられたため（保健省通達 25 号及び 29 号）、国家基準の承認を受ける実験室も増加する見

込みである。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性－高い 

1）政策との整合性 

ベトナムの「社会経済開発 10 カ年戦略 2011～2020 年」においては、予防医療を発展

させ、大規模の感染症を予防することを重要項目としている。「保健セクター開発計画

2011～2015 年」では、感染症の予防のためのヘルスケア、検査及び治療の質の改善を重

点課題としている。 

感染症対策は、わが国の対ベトナム国別援助方針においても重点課題に位置づけられ

ている。脆弱性への対応が重点分野の 1 つとなっており、そのなかで、社会・生活面の

向上と貧困削減・格差是正のための保健医療分野におけるプログラムとして、本プロジ

ェクトが位置づけられている。 

2）C/P 機関のニーズとの整合性 

ベトナム保健省の指針では、NIHE 及び地域研究所は、管轄下の PCPM からの感染症情

報を集積する機能が期待されていると同時に、PCPM は、迅速に病原体を感知するセンサ

ーとしての役割が期待されている。バイオセーフティ及び病原体診断技術はその基礎を

なすものであり、これら実験室間の診断ネットワークの確立を目的とする本プロジェク

トは、NIHE、地域研究所及び PCPM のニーズとも一致しているといえる。 

 

（2）有効性－高い 

成果とプロジェクト目標の関連性 

本プロジェクトにおいては、プロジェクト目標達成のために、4 つの成果を設定してい

るが、すべての成果はプロジェクト目標を達成することに貢献している。本プロジェク

トの開始以前は、特に PCPM において診断技術及び検査試薬等の不足により診断できる

病原体は極めて限定されたものであった。本プロジェクトの前半においては、バイオセ

ーフティ及び病原体診断能力の強化とともに実験室間のネットワーク強化が行われた。

特に、NIHE 及び地域研究所において能力が強化されるとともに、パイロット PCPM にお

いても進展がみられている。本邦研修及び現地研修の実施により、C/P 間及び日本人専門

家との良好な関係が構築され、連携強化と情報共有を促進しているものといえる。 

今後も活動を継続することにより、各成果は十分なレベルに達成することが見込まれ、

ひいては、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成することは大いに見込ま
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れることから、有効性は高いと判断される。 

 

（3）効率性－高い 

1）日本側からの投入の効率性 

専門家の派遣、本邦研修及び現地研修の実施、機材の供与及び現地業務費の支出はそ

れぞれ適切に行われており、成果の産出に貢献している。先行案件を通じて構築された

関係を基に、頻繁な計画準備等に関する協議を開催しており、投入の効率性は高いもの

となっている。研修で得られた経験は、本プロジェクト実施に大いに有効であった。供

与された安全キャビネット等の機材は適切に維持・管理されており、プロジェクトにお

いて有効に活用されている。 

2）ベトナム側からの投入の効率性 

NIHE における先行案件の C/P の多くが、本プロジェクトにおいても C/P として配置さ

れており、コミュニケーション面での効率性の向上に貢献している。承認済みの予算が

NIHE に配分されるまでに時間を要することはあったが、プロジェクト活動には大きく影

響していない。 

3）先行案件の実績の活用 

先行案件において、NIHE で蓄積された経験、実績、技術的ノウハウ、人的資源、資機

材などを活用することによって、効率的に各関係機関に対する技術移転が実施されてい

る。特に、各地域研究所において、本プロジェクトにおける重要な活動実施部門である

バイオセーフティに係る組織の設立は、本プロジェクト開始時には既に決定しており、

開始後 1 年以内に設立されたため、プロジェクトの活動を円滑に開始・遂行することが

できた。 

4）活動の効率性 

成果産出のために、プロジェクト活動は、おおむね効率的に進捗している。日本人専

門家とベトナム側 C/P の良好な協力関係、プロジェクト初期における対象病原体及びパ

イロット PCPM の適切な選定が活動の効率性を促進している。 

 

（4）インパクト 

1）上位目標達成見込み 

プロジェクト目標に関する指標は着実に達成されてきており、大きな社会的・経済的

変化がなく、プロジェクトの進行に大幅な変化が生じなければ、上位目標の達成に貢献

するものといえる。高危険度病原体により発生する感染症の確定診断にかかる日数（上

位目標の指標）は、NIHE 及び地域研究所では、着実に向上が見込まれるが、診断の質を

高めることが今後の重要課題である。また、地域で発生した感染症の確定診断をより確

実にするために、PCPM と NIHE 及び地域研究所間の連携を更に強化する必要がある。イ

ンフルエンザ以外の高危険度病原体については、検査数そのものが少ないために、プロ

ジェクト終了後 3 年以内の達成を厳密に測定することは難しいことも予想されるが、将

来的には達成されることが大いに見込めるものと期待される。 

2）波及効果 

本邦研修及び現地研修に参加した C/P のバイオセーフティ及び病原体診断に関する能
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力は向上している。特に、NIHE 及び PIHCMC の C/P は、プロジェクト活動を通じて、

該当分野に係る知識・技術が向上しており、プロジェクトの内容を理解したうえで管轄

下の PCPMに対するバイオセーフティ及びGMTに関する意識向上のための指導や研修を

実施するようになっている。 

NIHE 及び地域研究所の C/P の多くは研究者である。本プロジェクトで研修を担当する

国立感染症研究所（National Institute of Infectious Diseases：NIID）研究者との交流は、研

究面においても有意義なものであり、将来の科学技術研究分野におけるレベルアップに

も貢献するものである。 

 

（5）自立発展性－中程度 

1）政策面の支援 

ベトナム政府は、近隣諸国における高危険度病原体の発生に関しても高い関心を示し

ている。「保健セクター開発計画 2011～2015 年」では、感染症の予防のためのヘルスケ

ア、検査及び治療の質の改善を重点課題としているとともに、保健省の優先課題には、

感染症及び危険因子のモニタリングの強化及び予防体制の強化が示されている。プロジ

ェクトの目標はベトナムの国家政策とも一致しているため、プロジェクト終了後の保健

省からの政策支援の継続は大いに見込むことができる。 

2）財政面 

プロジェクトの成果が維持・向上するためには、予算の確保が重要課題である。保健

省は、本プロジェクト終了後もバイオセーフティ及び実験室の連携強化に関する活動を

継続・促進するために、予算の配分を継続して実施する予定である。ただし、2013 年 10

月以降の該当分野に対する予算は、政府の財政状況の悪化により削減が予定されている

ことから、今後の予算の動向には十分留意する必要がある。 

PCPM においては、病原体の診断に必要な一定予算、特に診断に必要な試薬及び消耗品

に係る財源が確保され、診断能力が更に強化されることが望ましい。 

3）組織及び技術面 

NIHE、地域研究所及び PCPM に勤務するスタッフは、長期間にわたり関連職位に従事

する傾向が強いことから、本プロジェクトによって育成されるスタッフは、プロジェク

ト終了後においても同一あるいは関連職位にとどまり、研究所内及び省レベルなどに対

して技術的支援、指導等を行っていく可能性が高い。プロジェクト活動を通して、C/P の

知識、技術及び管理能力は向上しているが、特に地域研究所及び PCPM においては十分

とはいえないため、人材面での強化は継続して行う必要がある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

1）JICA、NIID 及び NIHE は、先行案件を通じて確固たる信頼・協力関係を築いており、

本プロジェクトを通じて、更に協力関係を強めている。プロジェクトチームは、NIID に
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よる適切な技術支援を受けており、プロジェクト活動を効率的・効果的に実施していく

ための体制が構築されている。また、チーフアドバイザーをはじめ、多くの短期専門家

が NIID の研究者である。こうしたことから、専門家間及び専門家と C/P が円滑で密なコ

ミュニケーションをとることが可能である。 

2）プロジェクト活動全般の進捗報告及びモニタリングは JCC 会議にて行われている。ま

た、プロジェクトでは、月に 1 回、プロジェクト運営会議を開催するなど、実施上の問

題を把握した際の解決を図る体制が設置されており、本プロジェクトのモニタリング体

制は機能しているといえる。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

特になし。 

 

３－５ 結論 

（1）本プロジェクトは、ベトナム側の開発政策、日本の ODA 政策及び C/P 機関のニーズと整

合しており、妥当なものである。 

 

（2）本プロジェクトは順調に進捗しており、プロジェクト活動の中間時点としては、予定ど

おりの成果が産出されているといえる。プロジェクト後半で継続される活動により、更な

る成果を達成することが十分に期待できる。 

 

（3）プロジェクト終了後の活動の自立発展性については、特に、PCPM での実験室診断のため

の予算確保及び人材面において課題が残る。 

 

３－６ 提言 

中間レビュー調査結果を踏まえ、順調なプロジェクト実施の継続、持続性の確保と改善を行

うために、以下の点に関して提言を行った。 

（1）特に PCPM において、バイオセーフティ及び病原体診断の担当者を正式に任命するとと

もに、NIHE 及び地域研究所へ報告し、担当者の研修記録をプロジェクトとも共有すること。 

 

（2）PMM を補完するものとして、必要に応じて、NIHE 及び地域研究所スタッフ間でプロジ

ェクトの実務的・技術的な課題についての協議を開催すること。 

 

（3）プロジェクトで対象とする実験室において、安全キャビネット、オートクレーブ等の実

験器材の維持管理システムを構築すること（例えば、NIHE 及び PIHCMC は、機材維持管

理の技術を他地域研究所及び PCPM に移転することが望ましい）。 
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（4）プロジェクトでは、現在対象としている 7 種の病原体に対する診断能力を引き続き強化

するとともに、ベトナムにおける優先度に応じて、他の感染症にも柔軟に対応すること。 

 

（5）プロジェクトが実施している各種研修は、C/P からの評価が高いため、特に、現地研修は

更に充実させること。現地研修に係る予算についても確保すること。 

 

（6）ベトナムにおける感染症対策活動の継続には、実験室診断及び機材維持管理に係る予算

の確保が重要課題である。保健省は、全国での実験室診断ネットワークを維持・強化する

ために、更なる投資を行うこと。 

 

（7）パイロット PCPM では、担当地域において迅速に病原体を検出する役割を果たすために

必要なバイオセーフティ、実験室診断能力及び機材維持管理に係る能力が強化されてきて

いる。NIHE 及び地域研究所は、これらに関する経験を更に PCPM に移転すること。 

 

（8）近隣諸国との感染症情報の共有は、プロジェクトの目標達成に不可欠である。プロジェ

クトでは、ラオス、カンボジア、ミャンマー等の近隣諸国を訪問し、現状調査を実施する

こと。 

 

３－７ 教訓 

（1）特に科学技術系及び専門性の高い案件においては、プロジェクトのチーフアドバイザー

及び業務調整員の選定が重要である。 

 

（2）長期にわたる協力によって築かれた良好な関係が、プロジェクト関係者間の円滑なコミ

ュニケーションを促進し、成果の達成に貢献している。 

 

（3）利用者側の要望を十分に理解したうえで、機材及び機器の供与を行うことが重要である。 

 

３－８ フォローアップ状況 

該当なし。 
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第１章第１章第１章第１章    中間レビュー調査の概要中間レビュー調査の概要中間レビュー調査の概要中間レビュー調査の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）は、2003年の重症急性呼吸器症候群（SARS）、

2004年の高病原性鳥インフルエンザ（H5N1）、さらに最近は新型インフルエンザ（H1N1）等、さ

まざまな感染症の脅威にさらされて、経済的にも大きな損失を被っている。これら新興感染症の

脅威に適切に対応し、その蔓延を防止するためのベトナム政府の実施体制は脆弱で、ベトナム国

内、さらには近隣諸国の人々の健康・安全を維持するためには、ベトナム国内における課題に対

して早急に適切な対策を講じる必要がある。 

しかし、ベトナムには、ウイルスの変異を確認するために必要なバイオセーフティレベル

（Biosafety Level：BSL）3実験室がなかったため、国外のWHO指定センターに検体を送付し、そ

の診断結果を待たなければならない状況であったため、わが国は感染症対策の中核機関である国

立衛生疫学研究所（National Institute of Hygiene and Epidemiology：NIHE）に対し、無償資金協力

「国立衛生疫学研究所高度安全実験室整備計画（2008年完工）」でBSL3実験室（4室）を整備する

とともに、技術協力「国立衛生疫学研究所能力強化プロジェクト（2006年3月～2010年9月＜延長

期間1年半を含む＞）」を通じて、①バイオセーフティ体制整備、②実験室維持管理能力向上、③

検査診断技術向上を中心とした協力を展開してきた。 

その結果、初めてベトナムでバイオセーフティという概念が根づき、バイオセーフティ規則に

のっとった高危険度病原体の取り扱いや施設や機材の運営・維持管理が行われるようになった。

また、インフルエンザウィルス検査の確定診断をNIHEで行うことが可能となり、検査結果がでる

までの日数が大幅に短縮されている。 

ベトナム政府はNIHEを含む国立研究所（ニャチャン、タイグェン、ホーチミン）を疫学、微生

物学及び免疫学の中核センターとして位置づけ、より下位レベルの省予防医療センター

（Provincial Center for Preventive Medicine：PCPM）への指導的役割を担わせることを想定してい

るがPCPMはおろか国立研究所においてもバイオセーフティや実験室維持管理、検査診断技術が

十分ではなく、今後全国における迅速かつ効果的な感染防止体制を確立するためには、NIHEを中

心として上記検査機関のバイオセーフティや実験室維持管理、検査診断技術に関する能力向上を

図り、全国レベルでの検査機関間の情報共有や連絡体制の強化を図る必要がある。かかる状況下、

新たにベトナム政府から技術協力の要請がなされた。 

高危険度病原体に係るバイオセーフティ並びに実験室診断能力の向上と連携強化プロジェク

ト（以下、「本プロジェクト」と記す）は、NIHEを含む国立研究所及びパイロットとして選定さ

れたPCPMを対象に、各施設間の実験室診断ネットワークの構築・バイオセーフティの強化、各

研究施設における高危険度病原体に係る検査・管理能力の向上及び実験室機材の運用・維持管理

能力の強化を通じて、ベトナムの高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が

全国的に強化されることを目的としている。プロジェクトは、2011年2月より2016年2月までの5

年間の予定で実施されており、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザー、業務調整）が派

遣されている。 

今回実施する中間レビュー調査では、本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析するととも

に、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、（合同）評価報告書に取

りまとめ、合意することを目的とする。 
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出所：プロジェクト提供資料を基に調査団作成 

図－１ 本プロジェクトにおける関連機関と実験室診断ネットワークのフレームワーク 

 

１－２ 調査団の構成 

No. 担当分野 氏 名 所 属 派遣期間 

1 団長/総括 金井 要 JICA人間開発部 技術審議役 
2013年10月2日 

～10月11日 

2 実験室診断 田代 眞人 
国立感染症研究所 インフルエン

ザウィルス研究センター長 

2013年10月2日 

～10月11日 

3 バイオセーフティ 棚林 清 
国立感染症研究所 バイオセーフ

ティ管理室長 

2013年10月2日 

～10月11日 

4 協力企画 駒橋 梨絵 
JICA人間開発部 計画・調整課兼

保健第三課職員 

2013年10月2日 

～10月11日 

5 評価分析 井上 貴史 
株式会社コーエイ総合研究所 主

任コンサルタント 

2013年9月22日 

～10月11日 

 

１－３ 調査日程 

現地調査は2013年9月22日から10月11日までの期間で実施された。 

調査日程の概要は、以下のとおりである。 

No. 月 日 曜 日 時 間 日 程 

1 9月22日 日 13：50 ハノイ着（井上団員 VN311） 

2 9月23日 月 9：00 JICA専門家との協議 

10：00 国立衛生疫学研究所（NIHE）C/Pへのインタビュー 

13：30 JICAベトナム事務所にて打合せ 

17：45 ニャチャン着（NV1561） 

3 9月24日 火 9：00 

ニャチャン・パスツール研究所（PINT）C/Pへのインタビ

ュー 

13：00 Buon Ma Thuotへ移動（車） 
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4 9月25日 水 8：30 タイグェン衛生疫学研究所（TIHE）C/Pへのインタビュー 

13：30 Dak Lak省 PCPMの視察及びインタビュー 

5 9月26日 木 12：05 ハノイ着（VN1600） 

14：30 JICA専門家との協議 

6 9月27日 金 9：00 NIHE C/Pへのインタビュー 

7 9月28日 土 資料整理 

8 9月29日 日 Yen Baiへ移動 

9 9月30日 月 9：00 Yen Bai省PCPMの視察及びインタビュー 

午後 ハノイへ移動 

10 10月1日 火 9：00 NIHE C/Pへのインタビュー 

午後 資料整理 

11 

10月2日 

 

水 

 

11：30 NIHEヒエン所長表敬 

13：50 ハノイ着（VN311）（金井、田代、棚林、駒橋） 

17：00 団内会議 

12 10月3日 木 8：30 JICAベトナム事務所にて打合せ 

9：30 保健省にて協議 

13：30 NIHE副所長表敬及びC/Pとの協議 

14：30 WHOへのインタビュー 

22：00 ホーチミン着（VN271） 

13 10月4日 金 8：30 Dong Nai省 PCPMの視察及びインタビュー 

14：00 ホーチミン・パスツール研究所（PIHCMC）での協議 

14 10月5日 土 13：30 ハノイ着（ＶＮ236） 

団内会議 

15 10月6日 日 資料整理 

16 10月7日 月 9：00 JICA専門家及びNIHE C/Pとのミニッツ・評価報告書協議 

17 10月8日 火 9：00 JICA専門家及びNIHE C/Pとのミニッツ・評価報告書協議 

18 10月9日 水 9：00 JICA専門家及びC/Pとのミニッツ・評価報告書協議 

16：00 長崎大学J-GRID NIHEプロジェクトへのインタビュー 

19 10月10日 木 9：00 合同調整委員会 及び ミニッツ署名 

14：00 JICAベトナム事務所への報告 

15：30 在ベトナム日本大使館への報告 

20 10月11日 金 7：35 成田着（VN310） 
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１－４ 主要面談者 

（1）ベトナム側関係者 

＜ベトナム保健省（Ministry of Health：MOH）＞ 

Nguyen Manh Cuong Vice Director of International Cooperation Department 

Vu Ha Thu Expert of International Cooperation Department 

Le Thanh Cong Vice Head of Budget Division, Financing and Planning Department 

Tran Van Ban Vice Head of Planning Division, General Department of Preventive 

Medicine 

Ha Thi Cam Van Management of Vaccine, Biologicals and Biosafety Division, 

General Department of Preventive Medicine 

Dao Thi Hong Ha Administration of Science, Technology and Training 

 

＜国立衛生疫学研究所（National Institute of Hygiene and Epidemiology：NIHE）＞ 

Nguyen Tran Hien Director 

Nguyen Thanh Thuy Head of Biosafety and Quality Management Department 

Le Thi Quynh Mai Vice Director 

Nguyen Le Khanh Hang Vice Head of Virology Department 

Nguyen Thi Kieu Anh Deputy Head of Virology Department 

Nguyen Binh Minh Head of Enterobacteria Laboratory, Bacteriology Department 

Hoang Thi Thu Ha Deputy Head of Bacteriology Department 

Phan Le Thanh Huong Head of Bacteriology Department 

Nguyen Trong Phu Head of Medical Materials and Equipment Department 

Tran Tuan Dung Head of Equipment Calibration Unit, Biosafety and Quality 

Management Department 

 

＜ホーチミン・パスツール研究所（Pasteur Institute of Ho Chi Minh City：PIHCMC）＞ 

Cao Bao Van Vice Director 

Nguyen Van Hai Vice Director 

Nguyen Ngoc Anh Tuan Head of Health Management Department 

Mai Dinh Hung Vice Head of Animal House 

Nguyen Thi Yen Nhi Vice Head of Molecular Biology Department 

  

＜タイグェン衛生疫学研究所（Tay Nguyen Institute of Hygiene and Epidemiology：TIHE）＞ 

Pham Tho Duoc Director 

Vo Thi Huong Head of Virology Department 

Nguyen Ngoc Hung Vice Head of Bacteriology Department 

Doan Thi My Huong Vice Head of General Planning and Science Management 

Department 

Vu Trung Buu Material and Equipment Department 
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＜ニャチャン・パスツール研究所（Pasteur Institute of Nha Trang：PINT）＞ 

Bui Trong Chien Director 

Ngo Le Thi Minh Tam Head of Biosafety and Quality Assessment Department 

Tran Minh The Head of Bacteriology Department 

Trinh Thi Xuan Mai Head of Virology Department 

 

＜Dak Lak省予防医療センター（Dak Lak Provincial Center for Preventive Medicine（PCPM）＞ 

Trinh Quang Tri Vice Director 

Tran Van Viet Head of Personnel and Administration Department 

Thien Sanh Hue Vice Head of Planning and Finance Department 

Vo Thanh Nhan Head of Diagnostic Laboratory Department 

Huynh Thi Kim Thu Vice Head of Diagnostic Laboratory Department 

 

＜Yen Bai省予防医療センター（Yen Bai PCPM）＞ 

Le Thi Hong Van Vice Director 

Dinh Thi My Hanh Head of Laboratory Department 

Doan Thi Hong Hanh Head of Microbiology Laboratory 

Le Thi Bich Head of Chemical and Physical Laboratory 

 

＜Dong Nai省予防医療センター（Dong Nai PCPM）＞ 

Vo Xuan Lieu Vice Director 

Thai Thanh Van Vice Director 

Pham Van Thanh Head of Laboratory Department 

Pham Minh Tien Quality Assurance Officer 

 

＜世界保健機関（World Health Organization：WHO）＞ 

葛西 健 Representative 

Nguyen Thi Phuc Technical Officer-Avian and Pandemic Influenza Emerging Disease 

Surveillance and Response 

 

（2）日本側関係者 

＜JICAベトナム事務所＞ 

森 睦也 所長 

三浦 愛 企画調査員 

 

＜長崎大学 感染症研究国際ネットワーク推進プログラム（J-GRID）＞ 

山城 哲 J-GRIDベトナムプロジェクト拠点 拠点長 

 

＜プロジェクト専門家＞ 

巽 正志 チーフアドバイザー 
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碇 賢治 業務調整員 

 

１－５ 調査方法 

本中間レビュー調査は、日本側及びベトナム側レビューチームの合同で、以下のプロセスにて

実施された。 

（1）プロジェクトチーム作成・提供資料、その他関連資料のレビュー 

 

（2）プロジェクト実績、実施プロセス、評価5項目ごとに、評価設問を設定した評価グリッド（付

属資料2.）の作成。 

 

（3）同グリッドに基づいた質問票作成及び、プロジェクト関係者〔プロジェクト専門家、ベト

ナム側カウンターパート（Counterpart：C/P）〕への事前配付 

 

（4）質問票に基づいた、プロジェクト関係者へのインタビュー 

 

（5）これらの収集情報に基づいた、プロジェクト実績（投入、活動）の確認、成果の達成状況・

見込みについての検証、プロジェクトの実施プロセスについての確認 

 

（6）評価5項目の観点からの評価の実施 

 

（7）上記レビュー結果を踏まえたうえでの、今後のプロジェクト活動の運営方針に係る、提言

事項の取りまとめ 
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第２章第２章第２章第２章    評価の方法評価の方法評価の方法評価の方法 

 

２－１ 評価のフレームワーク 

本中間レビュー調査は、日本・ベトナム国側双方のレビューチームの合同で、以下のプロセス

にて実施された。中間評価は JICA 作成｢新 JICA 事業評価ガイドライン【実践編】第 1 版（2010

年 6 月 17 日発行）｣に基づいて、以下の手順で行った。 

 

＜評価目的の確認＞ 

本中間レビュー調査は、プロジェクトの中間地点において、プロジェクトが順調に効果発現に

向けて実施されているかどうかを検証し、結果はプロジェクト内容の改善のために活用されるべ

く実施するものであることを確認した。 

（1）評価対象プロジェクトの情報整理 

事前評価報告書及び専門家の報告書などを精査し、本プロジェクトの概要を把握した。さ

らに、調査団員及び関係者で勉強会の場をもち、現状についての情報も共有した。 

 

（2）評価のデザイン 

JICA では、プロジェクトの評価における価値判断の基準として、評価 5 項目を採用してい

る。評価 5 項目とは 1991 年に経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and 

Development：OECD）の開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）で提唱

された開発援助事業の評価基準であり、以下の 5 つの項目から成る。 

1）妥当性（relevance） 

プロジェクトのめざしている効果がベトナムのニーズに合致しているか、問題や課題の

解決策として適切か、日本・ベトナム国側双方の政策との整合性はあるか、プロジェクト

の戦略・アプローチは妥当かなどといった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う

視点。 

2）有効性（effectiveness） 

プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益がもたらされているの

か（あるいは、もたらされるのか）を問う視点。 

3）効率性（efficiency） 

主にプロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているか（あ

るいはされるか）を問う視点。 

4）インパクト（impact） 

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果をみる視点。

予期していなかった正・負の効果・影響を含む。 

5）自立発展性（sustainability） 

援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続しているか（あるいは持続の見

込みはあるか）を問う視点。 

本調査では、達成度、実施プロセス、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパク

ト、自立発展性）の項目ごとに、評価設問を組み込んだ評価グリッドを作成し、それを用

いて評価を行った。評価グリッドは、2010 年 8 月署名の討議議事録（Record of Discussions：
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R/D）に添付されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

に対応して作成された。 

 

２－２ 評価実施方法 

（1）評価設問と必要なデータ・評価指標 

調査項目は、設問項目、質問として評価グリッドにまとめ、必要な情報を収集した。情報

収集の方法は、各種報告書などの文献調査とプロジェクトの関係者に対する聞き取り調査で

行った。訪問先については「１－３調査日程」を、主要面談者については「１－４主要面談

者」を、それぞれ参照のこと。本調査においては、特に 4 研究所（NIHE、PIHCMC、TIHE、

PINT）及び 3 カ所の PCPM（Dak Lak、Yen Bai、Dong Nai）において聞き取り調査と施設の

視察を行った。これら調査の結果から、付属資料 2．評価グリッドの実績の検証、プロセス

の検証、5 項目評価としてまとめた。 

さらに、評価結果を総合的に整理分析して評価結果を取りまとめ、合同調整委員会（Joint 

Coordinating Committee：JCC）を開催して C/P 等の関係者と共有のうえ、評価結果及び導出

された提言について合意を得た。 

 

（2）評価結果の報告 

上記を中間レビュー調査報告書に取りまとめた。 
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第３章第３章第３章第３章    実績の確認実績の確認実績の確認実績の確認 

 

３－１ 投入実績 

（1）日本側の主な投入 

1）専門家派遣 

長期専門家 2 名（チーフアドバイザー）、業務調整 1 名、短期専門家 10 名〔バイオセー

フティ、実験施設・機材維持管理、標準微生物実験手技（Good Microbiological Technique：

GMT））炭疽、GMT 狂犬病、GMT コレラ、GMT ペスト、GMT インフルエンザ、情報・

教育・コミュニケーション（Information Education and Communication：IEC）/教材開発、

GMT ヒストプラスマ、GMT リケッチア〕が派遣されている。2013 年 9 月までの派遣日数

は、長期専門家〔チーフアドバイザー851 日（2013 年 6 月まで、28.4 人/月）、及び 119 日

（2013 年 9 月まで、3.0 人/月）〕、業務調整 952 日（31.7 人/月）、短期専門家合計 231 日（7.7

人/月）である。詳細については、付属資料 3．日本人専門家派遣及び現地研修開催実績を

参照のこと。 

 

 派遣分野 人/月 

1 チーフアドバイザー 28.4 

2 チーフアドバイザー 3.0 

3 業務調整 31.7 

長期専門家合計 63.1 

4 バイオセーフティ 1.7 

5 実験施設・機材維持管理 1.7 

6 GMT インフルエンザ 0.6 

7 GMT 狂犬病 0.8 

8 GMT 炭疽 0.2 

9 GMT コレラ 0.7 

10 GMT ペスト 0.5 

11 GMT リケッチア 0.2 

12 GMT ヒトプラスマ 0.3 

13 IEC/教材開発 0.9 

短期専門家合計 7.7 

 

2）本邦研修 

短期本邦研修には、計 20 名が参加した（2011 年度 6 名、2012 年度 10 名、2013 年度 4

名）。研修内容は、バイオセーフティ、実験室維持管理、GMT 狂犬病、GMT 炭疽、GMT

コレラ、GMT インフルエンザである。長期本邦研修には、ゲノム機能学分野において 1

名が参加した。参加者リストについては、付属資料 4．本邦研修参加者リストを参照のこ

と。 
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期 間 コース名 参加人数 

短期本邦研修 

2011 年 11 月 2 日～12 月 10 日 バイオセーフティ研修 2 

2011 年 11 月 13 日～12 月 10 日 実験室維持管理研修 2 

2011 年 11 月 13 日～12 月 10 日 バイオセーフティ研修/GMT 狂犬病 1 

2011 年 11 月 13 日～12 月 10 日 バイオセーフティ研修/GMT 炭疽 1 

2012 年 2 月 19 日～3 月 17 日 バイオセーフティ研修 4 

2012 年 2 月 19 日～3 月 17 日 バイオセーフティ研修/GMT コレラ 2 

2012 年 10 月 8 日～11 月 3 日 バイオセーフティ研修 2 

2012 年 10 月 8 日～11 月 3 日 バイオセーフティ研修/GMTインフルエンザ 2 

2013 年 8 月 25 日～9 月 21 日 バイオセーフティ研修 4 

長期本邦研修 

2013 年 8 月～2014 年 8 月 ゲノム機能学分野 1 

 

3）機材供与 

プロジェクト活動に必要な、安全キャビネット、オートクレーブ、ホルマリン薫蒸器、

フリーザー、科学天秤、粒子測定機、診断に必要な試薬等が投入されている。これら供与

機材の状態は良好で、プロジェクト活動に十分に活用されている。詳細については、付属

資料 5．日本側供与機材リストを参照のこと。 

4）現地業務費 

2013 年までに約 34 万 7,000 米ドルが出費されており、GMT 研修、バイオセーフティ研

修、JCC 会議開催、維持管理費等に使用されている。 

 

 2011 年度（米ドル） 2012 年度（米ドル） 2013 年度（米ドル） 
計 

支出額 内訳（％） 支出額 内訳（％） 支出額 内訳（％）

プロジェクト事務所

維持管理 
32,145 20 30,550 26 16,235 23 78,930 

JCC 会議 3,606 2 0 0 3,035 4 6,641 

バイオセーフティ研修 46,220 29 26,168 22 18,308 27 90,696 

機材維持管理 9,548 6 16,423 14 4,793 7 30,764 

GMT 研修 68,358 43 44,349 38 27,121 39 139,828 

計 159,877 100 117,490 100 69,492 100 346,859 

 

（2）ベトナム側の主な投入 

1）C/P の配置 

NIHE、PIHCMC、TIHE、PINT においては、それぞれ、34 名、4 名、5 名、4 名の C/P

が配置されている。各パイロット PCPM には、各 1 名ずつ、計 10 名の C/P が配置されて

いる。詳細については、付属資料 6．ベトナム側 C/P 配置を参照のこと。 

2）施設及び機材の提供 
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日本人長期専門家用のオフィスが NIHE において確保されている。 

3）現地業務費 

保健省による現地 C/P・ファンドがプロジェクト活動に支出されている。支出額は、2012

年は 15 億 6,700 万ベトナムドン（約 7 万 4,000 米ドル

1
）、2013 年は 16 億ベトナムドン（約

7 万 6,000 米ドル）であり、人件費、バイオセーフティ及び GMT 研修費、機材維持管理等

に支出されている。詳細については、付属資料 7．ベトナム側現地業務費投入実績を参照

のこと。 

 

３－２ 活動実績 

本プロジェクトでは、以下の成果を達成するために、下記に述べる活動が実施された。 

成果 1：NIHE、各地域研究所及びパイロット PCPM によって実験室診断ネットワーク

2
が構築

され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される。 

成果 2：国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強

化される。 

成果 3：国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強

化される。 

成果 4：周辺国（ラオス、カンボジア、ミャンマー等）とバイオセーフティに係る情報共有体

制が構築される。 

 

PDM に記載の活動計画、各活動の進捗状況は、以下のとおりである。 

（1）成果 1 を達成するための活動 

活動計画 活動状況 

1-1 NIHE、各地域研究所及びパイロッ

ト PCPMにおけるバイオセーフティに

関する実施方針、人材、資機材、実施

体制などに関する現状と課題を分析

する。 

・短期専門家、C/P とともに各地域研究所及び 10 カ所

のパイロット PCPM を訪問し、バイオセーフティ担

当部署、実施体制、人材、資機材の状況を把握し、

現状と課題を分析した。 

1-2 国内外における研究所間のバイオ

セーフティに関する情報共有・協力体

制について現状把握及び強化策の検

討を行う。 

・キックオフセミナー（2011 年 3 月）、第 1 回合同調

整委員会（JCC）（2012 年 12 月）、第 2 回 JCC（2013

年 4 月）を実施し、情報共有、現状把握及び協力体

制の強化に係る協議を実施した。 

・第 1 回プロジェクト管理会議（Project Management 

Meeting：PMM）（2012 年 12 月）、第 2 回 PMM（2013

年 4 月）を開催し、特に技術面における情報共有と

強化策の検討を行った。 

  

                                                        
1 1 米ドル＝2 万 1,085 ベトナムドンとして換算（http://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/）（2013 年 10 月 15 日アクセ

ス） 
2 ベトナム国内における感染症対策に係る情報共有体制。バイオセーフティ担当者等各機関関係者が出席する定期的な会議に

おいて情報共有をする。 
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 ・NIHE の C/P とともにプロジェクト運営会議を毎月

開催し、現状と課題及び強化策についての協議を実

施した（2011 年 10 回、2012 年 12 回、2013 年 9 回、

計 31 回）。 

・短期専門家が派遣される際には、C/P とともに、研

修内容、方針等につき協議を開催した（2011 年 9 回、

2012 年 9 回、2013 年 5 回）。 

1-3 実験室におけるバイオセーフティ

強化に係る研修マニュアルを更新・開

発する。 

・バイオセーフティ及び品質管理に係る研修マニュア

ル（越語）を開発した。 

・バイオセーフティ研修マニュアルに関しては改定を

実施した。 

1-4 バイオセーフティに関する研修に

おいて保健医療教育に係るカリキュ

ラムへのバイオセーフティの概念の

導入について検討する。 

・NIHE とハノイ医科大学との間で、医療療従事者養

成教育へのバイオセーフティの導入を検討した。同

大学職員 2 名がバイオセーフティ研修に参加すると

ともに、内容、教材についても協議を実施した。 

1-5 実験室におけるバイオセーフティ

普及のための視聴覚教材を開発する。 

・バイオセーフティの普及を促進するため、NIHE ウ

ェブサイト上にバイオセーフティ関連法案、政令等

を開示した。 

1-6 パイロット PCPM を選定する。 ・活動 1-1 における分析結果等に基づき、周囲の PCPM

に指導的役割を担える 10 カ所のパイロット PCPM

を以下のとおり選定した。 

・北部：Yen Bai、Thai Nguyen、Nghe An、南部：Can Tho 

City、Tien Giang、Dong Nai、高原部：Gia Lai、Dak Lak、

中部：Da Nang City、Thua Thien Hue（「ベトナム社

会主義共和国地図」を参照） 

1-7 各地域研究所及びパイロット

PCPM に対して、バイオセーフティに

関する研修及びそのフォローアップ

を実施する。 

・バイオセーフティに関する本邦研修を実施し、NIHE

及び地域研究所から合計 14 名が参加した。 

・シンガポールにおけるバイオセーフティ研修に

NIHE 及び地域研究所から 5 名、PCPM から 3 名が

参加した。 

・バイオセーフティに関する現地研修（品質管理を含

む）を合計 22 回開催した（参加者合計 495 名）。（付

属資料 3. 参照） 

1-8 NIHE 及び各地域研究所による、パ

イロット PCPM に対する支援・監督体

制を構築する。 

・PCPM の要請に応じて、安全キャビネット等、バイ

オセーフティに係る機材を供与した（付属資料 5. 参

照）。 

・NIHE 及び地域研究所スタッフが中心となり、PCPM

スタッフ等に対して、バイオセーフティ研修を実施

した。 
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（2）成果 2 を達成するための活動 

活動計画 活動状況 

2-1 病原体の危険度及び検査プロセス

を検討する。 

・病原体の危険度

3
及びベトナムにおける優先度に基づ

き、本プロジェクトの対象となる 7 種の病原体の選

定が行われた（季節性及び鳥インフルエンザ、狂犬

病、炭疽、コレラ及びペストは 2011 年、ヒストプラ

スマ及びリケッチアは 2012 年に選定された）。 

・各種 GMT 研修に際し、国立感染症研究所（National 

Institute of Infectious Diseases：NIID）より短期専門

家を招へいし、病原体の検査に際しての危険度の指

導を実施した（2011 年 7 回、2012 年 6 回）。特に、

コレラ、炭疽、リケッチアに対しては、BSL3 施設

を使用する過程の留意事項の確認を行った。 

2-2 研究施設における GMT に係る標

準手順（Standard Operation Procedure：

SOP）を開発する。 

・コレラの診断、インフルエンザに対するポリメラー

ゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction：PCR）及び

塩基配列の決定、炭疽の診断等に関する SOP を含む

研修教材を整備した。 

・ヒストプラスマの SOP を開発中であり、リケッチア

の SOP は改定中である。 

2-3 病原体の実験手技の普及のための

視聴覚教材を開発する。 

・IEC 担当の短期専門家を招へいし、炭疽の GMT 研

修用 DVD を作成した。 

2-4 研究施設における病原体の登録シ

ステムを開発する。 

・活動 1-1 と並行し、地域研究所及びパイロット PCPM

における病原体管理の状況を調査した。 

・保健省通達 43 号にのっとった病原体登録システム

の構築を検討中である。 

2-5 BSL2 及び BSL3 の実験室におけ

る、病原体の診断に関する研修を実施

する。 

・短期専門家の助言指導により、本プロジェクトの対

象である 7 病原体に関する現地研修を実施した（研

修回数は計 18 回、研修参加者は 219 名）（付属資料

3. 参照）。 

・本邦研修は、コレラ 2 名（2011 年）、炭疽 1 名（2011

年）、狂犬病 1 名（2011 年）及びインフルエンザ 2

名（2012 年）の計 6 名が受講した。 

2-6 国際あるいはベトナム国内基準に

準拠した検査体制の構築を支援する。 

・国際認証である ISO17025 及び ISO15891 の取得を支

援した。その結果、ISO 取得実験室は、3（2010 年）

から 13（2012 年）に増加した。 

 

  

                                                        
3 保健省通達 7 号により、病原体の危険度及び検査時の BSL が規定された（2012 年 5 月）。 
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（3）成果 3 を達成するための活動 

活動計画 活動状況 

3-1 実験施設及び機材の運用・維持管

理体制を検討する。 

・活動 1-1 と並行し、各実験施設における現状分析を

実施した。 

・NIHE のプロジェクト関係の安全キャビネット及び

オートクレーブに関しては、すべて点検を実施し

た。 

3-2 実験施設及び機材の運用・維持管

理に係る SOP を開発する。 

・地域研究所及び PCPM に先行し、NIHE において安

全キャビネット及び遠心分離機等 33 台の機材の

SOP の整備を実施した。 

・NIHE スタッフにより、地域研究所及び PCPM に対

する SOP 開発支援を実施した。 

3-3 実験施設及び機材の運用・維持管

理方法の普及のための視聴覚教材を

開発する。 

・NIHE ウェブサイトにて、NIHE バイオセーフティ・

品質管理部による、安全キャビネット、オートクレ

ーブ、マイクロピペット等の機材の点検・校正サー

ビスを開始した。 

3-4 BSL2 及び BSL3 の実験施設及び機

材の運用・維持管理に関する研修を実

施する。 

・BSL3 施設が設置されている NIHE 及び PIHCMC の

担当者、BSL2＋施設が設置されている TIHE スタッ

フを中心に、現地研修を実施した（計 7 回、参加者

計 35 名）。（付属資料 3. 参照）。 

・NIHE に設置されていた可搬式 BSL3 実験施設の移設

に伴い、PIHCMC にて、短期専門家による現地研修

を 2 回実施した。 

・本邦研修を実施し、2011 年に 2 名、2013 年に 1 名の

技術者が受講した。 

3-5 実験施設及び機材の検証及び校正

に関する研修を実施する。 

・施設機材の校正に係る機材を NIHE 及び地域研究所

に供与した。 

 

（4）成果 4 を達成するための活動 

活動計画 活動状況 

4-1 バイオセーフティに係る周辺国と

の情報共有体制について検討する。 

・NIHE ウェブサイト上にバイオセーフティ関連法案、

政令等を開示した。英語版を作成中であり、これに

より近隣諸国とのバイオセーフティに係る情報共

有を図る予定である。 

4-2 周辺国（ラオス、カンボジア、ミ

ャンマー等）と、バイオセーフティに

係る情報が共有される。 

・C/P がマドヒン皇太子国際保健会議（タイ）に参加

し、情報共有を行った。 
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３－３ 成果の達成状況 

計画されている 4 つの成果に関して、成果 1、2、3 はおおむね順調に達成されつつある。成果

4 はプロジェクト後半での活動と位置づけられている。特に成果 1 及び 2 に関しては、研修の実

施等を通して着実に進展がみられており、適切に達成されつつあるものといえる。PDM に示され

た指標に基づいた、成果の達成状況は以下のとおりである。 

 

＜＜＜＜成果成果成果成果 1＞＞＞＞NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM によって実験室診断ネットワークが構築によって実験室診断ネットワークが構築によって実験室診断ネットワークが構築によって実験室診断ネットワークが構築

され、感染症対策におけるバイオセーフティが強化されるされ、感染症対策におけるバイオセーフティが強化されるされ、感染症対策におけるバイオセーフティが強化されるされ、感染症対策におけるバイオセーフティが強化される 

指標 1-1、1-2 及び 1-3 は、研修の実施とともに着実に向上しており、成果 1 はほぼ達成されつ

つあるものと判断される。NIHE、すべての地域研究所及びほぼすべてのパイロット PCPM にバ

イオセーフティに関する担当部署が設置されたことにより、バイオセーフティが導入・強化され

ている。PMM の実施回数は 2 回のみであったものの、その機能を補完する協議が高頻度に実施

され、情報共有が行われている。プロジェクト後半では、NIHE、地域研究所及び PCPM 間の連

携をより強化することが重要である。 

 

指標指標指標指標 1-1    NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM の実験室スタッフのうち、バイオセーフの実験室スタッフのうち、バイオセーフの実験室スタッフのうち、バイオセーフの実験室スタッフのうち、バイオセーフ

ティに関する研修を受講したスタッフの割合及び数ティに関する研修を受講したスタッフの割合及び数ティに関する研修を受講したスタッフの割合及び数ティに関する研修を受講したスタッフの割合及び数 

NIHE、PIHCMC、TIHE、PINT 及び PCPM における 2011 年から 2012 年にかけてのバイオセー

フティに関する研修の参加者総数は、それぞれ 42 名、45 名、31 名、40 名及び 20 名にまで増加

した（表－１）。 

 

表－１ バイオセーフティに関する研修を受講したスタッフの割合及び数（2011～2012 年） 

 NIHE PIHCMC TIHE PINT PCPMs 

2011 年 20.8％

（27/130） 

1.3％ 

（1/80） 

3.2％ 

（2/63） 

2.6％ 

（2/78） 

4.6％ 

（3/65） 

2012 年 11.5％

（15/130） 

55.0％

（44/80） 

46.0％

（29/63） 

48.7％

（38/78） 

10.1％

（17/168） 

計 32.3％

（42/130） 

56.3％

（45/80） 

49.2％

（31/63） 

51.3％

（40/78） 

11.9％

（20/168） 

注：研修を受講したスタッフ数は、（本プロジェクトによる研修を受講した人数）/（研究スタッフの総数）

で示す。 

 

これに伴って本プロジェクト及び他プログラム

4
によるバイオセーフティ研修受講者が全実験

室スタッフに占める割合は 2012 年末の時点において、それぞれ、88.5％、88.8％、62.0％、88.3％

及び 53.0％にまで増加した（表－２）。NIHE、PIHCMC 及び PINT においては 85％以上、TIHE

及び PCPMにおいても半数以上の実験室スタッフがバイオセーフティに関する研修を受講済みで

あることから、指標 1-1 は着実に達成されつつあると考えられる。  

                                                        
4 バイオセーフティに関する研修は本プロジェクト以外にも、世界保健機関（WHO）、アジア開発銀行（ADB）及び米国疾病

予防管理センター（CDC）等によっても実施されている。 
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表－２ バイオセーフティに関する研修を受講したスタッフの割合及び数（2012 年） 

NIHE PIHCMC TIHE PINT PCPMs 

88.5％

（115/130） 

88.8％ 

（71/ 80） 

62.0％ 

（39/63） 

88.3％ 

（65/78） 

53.0％ 

（89/168） 

注：研修を受講したスタッフ数は、（本プロジェクト及び他プログラムによる研修を受講

した人数の合計）/（研究スタッフの総数）で示す。 

 

指標指標指標指標 1-2    各地域研究所におけるバイオセーフティに関する担当部署等の設置とバイオセーフテ各地域研究所におけるバイオセーフティに関する担当部署等の設置とバイオセーフテ各地域研究所におけるバイオセーフティに関する担当部署等の設置とバイオセーフテ各地域研究所におけるバイオセーフティに関する担当部署等の設置とバイオセーフテ

ィ強化に関する活動状況ィ強化に関する活動状況ィ強化に関する活動状況ィ強化に関する活動状況 

NIHE 及び PINT においてバイオセーフティ・品質管理部が、PIHCMC、TIHE 及び Gia Lai
5
以外

の全 PCPM においてバイオセーフティ委員会が設置されている（表－３）。このため、バイオセ

ーフティ活動が円滑に実施できる体制が整ってきており、指標 1-2 は、ほぼ達成されていると判

断される。 

 

表－３ バイオセーフティに関する担当部署及び事故報告体制の整備状況（2012 年） 

実験施設 
バイオセーフティ担当 

部署 
事故報告体制 

NIHE ○ ○ 

PIHCMC ○ ○ 

TIHE ○ ○ 

PINT ○ ○ 

PCPMs* 9 7 

※ 〇印は「設置済」を示す。 

* 10 のパイロット PCPM のうち、バイオセーフティ担当部署が設置されてい

る、あるいは事故の報告体制が整備されている PCPM 数を示す。 

 

NIHE、地域研究所及びパイロット PCPM においてプロジェクトが対象とする 28 実験室のうち、

ISO17025 あるいは ISO15189 の認証を受けた数は 2012 年には 13 実験室に達し（表－４）、諸規

定の作成、研修等によるバイオセーフティ強化に関する活動が実施されている。また、いくつか

の実験室では、ISO 認証取得申請の準備中であるため、ISO の認証を受けた実験室数は今後更に

増加する見込みである。 

 

  

                                                        
5 Gia Lai PCPM にはバイオセーフティに関連する組織は設置されていないが、バイオセーフティ担当者が配置されており、バ

イオセーフティ強化に関する活動が実施されている。 
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表－４ ISO17014 または ISO15189 を取得した実験室数（2010～2012 年） 

 2010 年 2011 年 2012 年 

NIHE 0/6 0/6 2/6 

PIHCMC 2/6 6/6 6/6 

TIHE 0/3 0/3 0/3 

PINT 0/3 0/3 0/3 

PCPMs 1/10 4/10 5/10 

計 3/28 10/28 13/28 

注：（ISO 規格を取得した実験室数）/（各研究所あるいは PCPM

における実験室総数）で示す。 

 

指標指標指標指標 1-3    実験室における事故の報告体制の整備状況実験室における事故の報告体制の整備状況実験室における事故の報告体制の整備状況実験室における事故の報告体制の整備状況 

事故報告は、バイオセーフティに関する担当部署の活動項目に含まれるため、NIHE、各地域研

究所及び多くのパイロット PCPM における事故の報告体制は整備されており（表－３を参照）、

指標 1-3 はほぼ達成されていると考えられる。 

 

指標指標指標指標 1-4    各機関関係者から構成される各機関関係者から構成される各機関関係者から構成される各機関関係者から構成されるプロジェクト管理会議プロジェクト管理会議プロジェクト管理会議プロジェクト管理会議（（（（PMM））））

6
の開催回数の開催回数の開催回数の開催回数（（（（1 年に年に年に年に 2 回回回回

以上以上以上以上））））及び各回の参加者人数及び各回の参加者人数及び各回の参加者人数及び各回の参加者人数 

プロジェクト活動の進捗と、特に技術面での課題は、PMM によってもモニタリングされると

ともに、協議されている。PMM は、議長をはじめとする参加者の日程調整が困難であったため

に、2 回のみの開催であったが、プロジェクトの現状把握、計画及び技術的課題が協議され、特

に技術面における情報共有と強化策の検討が行われた（表－５）。 

 

表－５ PMM の開催状況及び協議内容（2011～2012 年） 

 出席者 協議内容 

第 1 回 PMM 

（2012年12月） 

計 12 名 

（日本人専門家、NIHE

及び地域研究所 C/P） 

・地域研究所に対する技術支援状況及び実施計画 

・NIHE、地域研究所、PCPM 間の診断技術の移転及

び連携 

・事故報告体制の整備 

・バイオセーフティ及び GMT 研修の実施・改善計

画 

・NIHE による地域研究所及び PCPM に対する機材

維持管理の支援 

  

                                                        
6 2011 年 8 月署名の M/M では、PMM は、プロジェクトの計画、調整、実施面のモニタリング及び技術的課題を協議する会合

であり、議長（NIHE 所長）、NIHE 及び地域研究所 C/P と日本人専門家を出席者とし、年に 2 回以上必要に応じて開催する

ものとされている。 



 

－18－ 

第 2 回 PMM 

（2013 年 4 月） 

計 14 名 

（日本人専門家、NIHE

所長、NIHE 及び地域研

究所 C/P） 

・プロジェクトの進捗、成果の達成状況及び今後の

計画 

・プロジェクト実施中に生じた課題への対応 

・研修の実施計画 

・実験室機材の維持管理 

・廃棄物処理 

・NIHE から PIHCMC への可搬式 BSL3 施設の移転

及び稼働に伴う技術支援 

 

プロジェクトでは、PMM を補完する場として、月に 1 回、NIHE の C/P を中心に、プロジェク

ト運営会議

7
を開催している。さらに、日本から短期専門家が派遣される際には、C/P とともに、

研修内容、方針、プロジェクトの進捗及び計画に関する協議の場を設けている

8
。プロジェクトで

は、これらの協議等を頻繁に開催することで、プロジェクト内での情報交換を円滑に実施すると

ともに、各施設間の連携強化を図っている。 

 

＜＜＜＜成果成果成果成果 2＞＞＞＞国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強国立、地域及び省の研究施設において、高危険度病原体に係る検査及び管理能力が強

化される化される化される化される 

成果 1 の高い達成状況により、診断を実施する体制が整ってきている。プロジェクトで対象と

する 7 病原体すべての GMT 研修が実施されるようになり、NIHE、地域研究所及び PCPM におけ

る診断能力は着実に強化されているといえる。成果 2 の指標は、各病原体の特性と施設のレベル

にも留意しつつ評価すべきであるが、NIHE、地域研究所、PCPM のいずれにおいても診断可能病

原体数及び検査数は適切に増加している。 

2013年 3月に NIHEに設置されていた可搬式 BSL3実験室が PIHCMCに移設された。その結果、

BSL3 施設をもつ NIHE 及び PIHCMC では、プロジェクトで対象とするすべての病原体について

診断が可能な環境となった。プロジェクト後半では、これらの施設における診断能力をより強化

するとともに、地域研究所及びパイロット PCPM に技術を移転していくことが重要である。 

 

指標指標指標指標 2-1    NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM の実験室スタッフのうち、高危険度病原の実験室スタッフのうち、高危険度病原の実験室スタッフのうち、高危険度病原の実験室スタッフのうち、高危険度病原

体の診断に関する研修を受講したスタッフの割合及び数体の診断に関する研修を受講したスタッフの割合及び数体の診断に関する研修を受講したスタッフの割合及び数体の診断に関する研修を受講したスタッフの割合及び数

9
 

現在プロジェクトにより、対象 7 病原体全種に対する GMT 研修が実施されている

10
。各病原体

に対する GMT 研修受講者の割合及び数は、研修の実施とともに着実に増加しており、各施設に

おける診断可能な病原体数（指標 2-2）の増加に貢献しているといえる。2013 年 8 月までに、NIHE、

地域研究所及び PCPMにおいて各病原体に対するGMT研修を受講したスタッフの割合及び数は、

表－６に示すとおりである。 

                                                        
7 プロジェクト運営会議は、2011 年 10 回、2012 年 12 回、2013 年 9 回の計 31 回開催された。 
8 短期専門家が派遣される際の協議は、2011 年 9 回、2012 年 9 回、2013 年 5 回の計 23 回開催された。 
9 実験室診断ネットワークにおいて、NIHE、地域研究所、PCPM では、それぞれ異なった役割が想定されている。保健省の指

針では、地域 PCPM は、迅速に病原体を感知し、地域研究所に情報を伝達し検体を送付する、地域におけるセンサーとして

の役割が期待されている。 
10 インフルエンザ、炭疽、ペスト、狂犬病及びコレラに関する GMT 研修は 2011 年から、ヒストプラスマ及びリケッチアに

関する GMT 研修は 2012 年から開始された。 
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表－６ 高危険度病原体の診断に関する研修を受講したスタッフの割合及び数（2013 年） 

 NIHE PIHCMC TIHE PINT PCPMs* 

インフルエンザ 44.4（4） 39.1（9） 90.0（9） 18.8（3） （10） 

狂犬病 25.0（1） 11.4（4） 40.0（4） 23.5（4） （22） 

炭疽

11
 33.3（1） 7.4（2） 5.7（2） 18.1（2） （11） 

コレラ 66.6（4） 32.1（9） 27.3（3） 7.5（3） （13） 

ペスト

12
 100（4） 3.5（1） 27.3（3） 2.7（1） （3） 

ヒストプラスマ 100（4） 0（0） 0（0） 0（0） （0） 

リケッチア 75.0（3） 0（0） 0（0） 0（0） （0） 

注：研修を受講したスタッフの割合を％で示す。括弧内は受講人数を示す。 

*パイロット PCPM では、各研修を受講したスタッフの総数のみを示す。 

 

本指標は、病原体の危険度及び施設による取扱いレベルを踏まえたうえでモニターする必要が

ある。また、各施設において研修を受けるべき対象者を病原体ごとに明確にすることで、今後の

研修計画及び診断能力の強化が容易になるものと考えられる。 

 

指標指標指標指標 2-2    NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM において実施される検査の数と種類において実施される検査の数と種類において実施される検査の数と種類において実施される検査の数と種類 

以下に述べるように、プロジェクトにより全対象病原体に係る研修が実施されて以降、診断可

能な病原体数及び検査数は確実に増加している。 

2011 年から 2012 年の間、診断可能な病原体数は、NIHE において 6 から 7、TIHE において 3

から 4、PINT において 2 から 3 に増加した。PCPM では、2011 年にはインフルエンザ及びコレラ

のみが診断可能であったが、2012 年には一部の PCPM で、狂犬病、ペスト及びヒストプラスマの

診断が可能となった（表－７）。 

 

表－７ 本プロジェクトで対象とする病原体の検査可能種数（2011～2012 年） 

 
2011 年 2012 年 

検査種数 病原体の種類 検査種数 病原体の種類 

NIHE 

6 ・インフルエンザ 

（季節性及びH5N1） 

・狂犬病 

・炭疽 

・コレラ 

・ペスト 

・リケッチア 

7 ・インフルエンザ 

（季節性及び H5N1） 

・狂犬病 

・炭疽 

・コレラ 

・ペスト 

・リケッチア 

・ヒストプラスマ 

  

                                                        
11 炭疽の地理的分布及び検査の必要性はベトナム国内でも差異があり、特に北西部において優先度が高いとされている。 
12 ペストは、保健省の指針により、国内のサーベイランスにおいても報告が義務づけられている。10 年以上ベトナムでは報

告されていないものの、実験室における診断能力及び診断上のネットワークを強化する必要があるとされている。 
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PIHCMC 

3 ・インフルエンザ 

（季節性及びH5N1） 

・コレラ 

・ペスト 

3 ・インフルエンザ 

（季節性及び H5N1） 

・コレラ 

・ペスト 

TIHE 

3 ・インフルエンザ 

（季節性及びH5N1） 

・コレラ 

・ペスト 

4 ・インフルエンザ 

（季節性及び H5N1） 

・コレラ 

・ペスト 

・リケッチア 

PINT 

2 ・インフルエンザ 

（季節性） 

・リケッチア 

3 ・インフルエンザ 

（季節性） 

・リケッチア 

・コレラ 

PCPMs* 

2 ・インフルエンザ 

（季節性及びH5N1） 

・コレラ 

5 ・インフルエンザ 

（季節性及び H5N1） 

・狂犬病 

・コレラ 

・ペスト 

・ヒストプラスマ 

*10 のパイロット PCPM にて検査可能な病原体の総数及び病原体の種類を示す。 

 

年により変動があるため検査数の増加は判断が難しい場合があるものの、NIHE、地域研究所及

び PCPM において、GMT 研修受講後の検査数は各病原体ともに増加傾向にあるといえる（表－

８）。今後は、検査の質を向上させることが重要な課題である。 

 

表－８ 各病原体の検査件数（2011～2012 年） 

 インフルエ

ンザ 

（季節性） 

インフルエ

ンザ

（H5N1） 

狂犬病 炭疽 コレラ ペスト 
ヒスト 

プラスマ 
リケッチア 

年 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

NIHE 2,500 1,808 672 171 738 15 135 232 500 550 330 434 - 298 4 60 

PIHCMC 2,203 1,409 418 129 - - - - 69 245 78 155 - - - - 

TIHE 911 924 7 23 - - - - 201 400 420 443   - 84 

PINT 1,12

0 

1,15

4 

- - - - - - 

- 1 

- - - - 

526 50 

PCPMs* 126 119 18 13 - 3 - - - 6,910 - 186 - 33 - - 

*10 のパイロット PCPM における検査件数の総数を示す。 
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＜＜＜＜成果成果成果成果 3＞＞＞＞国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強国立、地域及び省の研究施設において、実験施設及び機材の運用・維持管理能力が強

化される化される化される化される 

実験施設及び機材の維持管理状況は、BSL3 施設が設置されている NIHE 及び PIHCMC を中心

に向上している。NIHE において、SOP が開発・修正され、地域研究所及び PCPM における SOP

作成の支援が行われており、SOP を準備段階にある実験室が増加している。プロジェクトの後半

では、研修の実施とともに、NIHE 及び PIHCMC における実験施設及び機材の維持管理の経験を

他の地域研究所及び PCPM に更に移転していくことが重要である。 

 

指標指標指標指標 3-1    NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM スタッフのうち、実験施設及び機材の運スタッフのうち、実験施設及び機材の運スタッフのうち、実験施設及び機材の運スタッフのうち、実験施設及び機材の運

用・維持管理に関する研修を受講した割合及び数用・維持管理に関する研修を受講した割合及び数用・維持管理に関する研修を受講した割合及び数用・維持管理に関する研修を受講した割合及び数 

2013 年までに、NIHE 及び PIHCMC において機材維持管理に係る研修を受講したスタッフ数（及

び関連スタッフ中に占める割合）は、それぞれ 11 名（100％）及び 7 名（100％）にまで増加し

た（表－９）。BSL2＋施設が設置されている TIHE においては、NIHE スタッフ及び日本人専門家

による研修が実施され、12 名が受講した。PINT、TIHE 及び PCPM では、機材維持管理の専属ス

タッフが配置されていないため、特に、PINT 及び PCPM のスタッフに対する機材維持管理に関

する研修は、現時点では実施されていない。 

 

表－９ 実験施設の維持管理に関する研修を受講した割合及び数（2011～2013 年） 

 2011 年 2012 年 2013 年 計 

NIHE 100％（11/11） 0％（0/11） 0％（0/11） 100％（11/11）

PIHCMC 14.3％（1/7） 57.1％（4/7） 28.6％（2/7） 100％（7/7） 

TIHE* （8） （4） （0） （12） 

PINT* （0） （0） （0） （0） 

PCPMs* （0） （0） （0） （0） 

注：研修を受講したスタッフ数は、（研修を受講した人数）/（関連スタッフの総数）で示す。 

* TIHE、PINT 及びパイロット PCPM においては、機材維持管理に関する専属のスタッフが配置

されておらず研修を受講すべきスタッフの総数が明確でないため、受講した人数のみを示す。 

 

指標指標指標指標 3-2    対象施設において関連の規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される実験施設対象施設において関連の規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される実験施設対象施設において関連の規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される実験施設対象施設において関連の規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される実験施設

及び設備の割合及び設備の割合及び設備の割合及び設備の割合 

規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される設備の数及びその割合は、プロジェクト開

始後増加している。BSL2 施設において最も重要な設備である安全キャビネット及びオートクレ

ーブの維持管理については、着実に向上がみられており、指標は向上している（表－10）。特に、

NIHE においては、両設備はすべて規定・マニュアルに準拠して維持管理されるようになってい

る。 
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表－10 関連の規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される実験設備の割合及び数 

 安全キャビネット オートクレーブ 

2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 

NIHE 88.2％（15/17） 100％（20/20） 100％（8/8） 100％（8/8） 

PIHCMC 40.0％（8/20） 76.2％（16/21） 50.0％（3/6） 100％（9/9） 

TIHE 0％（0/6） 71.4％（5/7） 0％（0/3） 33.3％（1/3） 

PINT 0％（0/3） 88.9％（8/9） 0％（0/2） 88.9％（8/9） 

PCPMs 71.4％（5/7） 58.5％（24/41） 75.0％（6/8） 73.3％（22/30） 

注：設備の数は、（規定・マニュアルに準拠して運用・維持管理される設備の数）/（総機材数）

で示す。 

 

対象となる 27 実験室のうち、ISO17025 あるいは ISO15189 を取得している実験室数は、2010

年には 2 であったが、2012 年には 13 に増加した（表－４）。これら ISO の取得は、実験施設及び

機材の SOP の整備が義務づけられているため、本指標は、少なくとも約半数の 13 の実験室で達

成されているものとみなすことができる。 

 

＜＜＜＜成果成果成果成果 4＞＞＞＞周辺国周辺国周辺国周辺国（（（（ラオス、カンボジア、ミャンマー等ラオス、カンボジア、ミャンマー等ラオス、カンボジア、ミャンマー等ラオス、カンボジア、ミャンマー等））））とバイオセーフティに係る情報共有体とバイオセーフティに係る情報共有体とバイオセーフティに係る情報共有体とバイオセーフティに係る情報共有体

制が構築される制が構築される制が構築される制が構築される 

近隣諸国とのワークショップは、プロジェクト後半の 2015 年に実施予定であるため、指標は

達成されていない。NIHE ウェブサイト上にバイオセーフティ関連法案、政令等を開示しており、

現在、英語版を作成中である。これにより近隣諸国とのバイオセーフティに係る情報共有を図る

予定である。 

 

指標指標指標指標 4-1    周辺国との情報及び経験共有のためのワークショップ・会議等の開催実績周辺国との情報及び経験共有のためのワークショップ・会議等の開催実績周辺国との情報及び経験共有のためのワークショップ・会議等の開催実績周辺国との情報及び経験共有のためのワークショップ・会議等の開催実績 

近隣諸国とのワークショップは、プロジェクト後半の 2015 年に実施予定である。 

NIHE のバイオセーフティ・品質管理部により、2012 年よりウェブサイトが公開されている。

現在、英語版を作成中であり、周辺国との情報及び経験の共有のため公開予定である。 

 

３－４ プロジェクト目標の達成状況 

現段階での成果の達成状況は、おおむね適切である。特に、成果 1 及び成果 2 において、着実

に指標が達成されつつあり、プロジェクト目標の達成に貢献し得るものと期待される。多くの

C/P は、インタビューにおいて、プロジェクト終了時におけるプロジェクト目標の達成の可能性

は高いと回答している。 

 

＜プロジェクト目標＞高危険度病＜プロジェクト目標＞高危険度病＜プロジェクト目標＞高危険度病＜プロジェクト目標＞高危険度病原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に原体に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力が全国的に

強化される強化される強化される強化される 

指標指標指標指標-1    NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM において検査可能な病原体の数と種類において検査可能な病原体の数と種類において検査可能な病原体の数と種類において検査可能な病原体の数と種類 

指標 2-2 に記述されているとおり、検査可能な病原体の数と種類は、着実に増加している。 

実験室の診断に係る整備状況が向上するとともにスタッフの経験も蓄積しているといえるが、
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今後、更に診断の質を向上させることが重要である。 

 

指標指標指標指標-2    NIHE、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット、各地域研究所及びパイロット PCPM において、バイオセーフティ及び品質保証において、バイオセーフティ及び品質保証において、バイオセーフティ及び品質保証において、バイオセーフティ及び品質保証

の基準を満たす実験室の数の基準を満たす実験室の数の基準を満たす実験室の数の基準を満たす実験室の数 

指標 3-2 において記述されているとおり、ISO17025 あるいは ISO151819 を取得する実験室は、

年々増加している。また、いくつかの実験室では、ISO の申請準備中であるため、更に増加する

予定である。 

2012 年 12 月に政府による基準が設けられたため（保健省通達 25 号及び 29 号）、承認を受ける

実験室も増加する見込みである。 

 

３－５ 実施プロセスに関する特記事項 

（1）プロジェクト実施及びモニタリング体制 

日本側専門家、ベトナム側 C/P 双方の積極的関与により、プロジェクト活動はこれまで大

きな変更・遅延もなく進捗している。 

記述のとおり、ベトナム側 C/P は、NIHE、PIHCMC、TIHE、PINT 及び 10 のパイロット

PCPM に所属するスタッフから構成されている。活動は、プロジェクトマネジャーが主導し、

プロジェクトチームが支援するという体制である。プロジェクトチームは、NIID より適切に

サポートされており、プロジェクト活動を効率的・効果的に実施していくための体制が構築

されているといえる。 

プロジェクト活動全般の進捗は JCC 会議にてモニタリングされている。JCC 会議はこれま

でに 2 回開催され（2011 年 12 月、2013 年 4 月）、当該年の活動成果の状況が報告されると

ともに、翌年の活動枠組みが共有・承認されている。プロジェクト活動の進捗と、特に技術

面での課題は PMM によってもモニタリングされている。PMM は、議長をはじめとする参加

者の日程調整が困難であったために、2 回のみの開催であったが、プロジェクトの現状把握、

計画及び技術的課題について協議が行われた。また、プロジェクトでは、月に 1 回、プロジ

ェクト運営会議を開催するなど、実施上の問題を把握した際の問題解決を図る体制が設置さ

れており、本プロジェクトのモニタリング体制は機能しているといえる。 

 

（2）コミュニケーション及び情報共有 

JICA、NIID 及び NIHE は、先行案件を通じて親密な協力関係を築いており、本プロジェク

トを通じて、更に協力関係を強めている。インタビュー調査の結果では、ほとんどの C/P が

プロジェクト関係者間のコミュニケーション及び情報共有は円滑であり、適切であったと回

答している。機器の使い方、検査・診断において、必要に応じて専門家に連絡を取り、アド

バイスを得ていると大部分の C/P が回答している。プロジェクトでは、プロジェクト運営会

議等を有効に活用して、情報を共有し、円滑にプロジェクトが展開するようにしている。 

また、短期専門家が招へいされる際には、C/P とともに、研修内容、方針等につき協議し、

C/P のニーズと要望を把握したうえで、研修等を実施している。チーフアドバイザーととも

に、多くの短期専門家が NIID の研究者であるため、円滑に、密なコミュニケーションをと

ることが可能である。 
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（3）技術移転 

バイオセーフティ及び病原体の診断に係る知識・技術は、本邦研修及び現地研修における、

技術アドバイス及び共同作業により、日本側専門家から C/P へ十分なレベルで移転されてい

る。今後はこの移転された知識・技術を実際に活用し、確固たるものにしていく必要がある。 
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第４章第４章第４章第４章    評価評価評価評価5項目の結果項目の結果項目の結果項目の結果 

 

４－１ 妥当性 

本プロジェクトは、以下のとおり、ベトナム側の開発政策、日本のODA政策、C/P機関のニー

ズと整合していることから、妥当性は高いと判断される。 

    

（1）ベトナム側開発政策との整合性 

「社会経済開発10カ年戦略2011～2020年」では、目標の1つに「医療を大きく発展させ、

ヘルスケア活動の質を向上させる」を掲げており、そのなかで「予防医療を強く発展させ、

大規模の感染症を予防する」を重要項目としている。「保健セクター開発計画2011～2015年」

では、感染症の予防のためのヘルスケア、検査及び治療の質の改善を重点課題としている。

さらに、2013年のベトナム保健省の優先課題では、感染症及び危険因子のモニタリングの強

化及び予防体制の強化が示されている。 

 

（2）日本側のODA政策との整合性 

感染症対策は、わが国の対ベトナム国別援助方針（2012年12月）においても重点課題に位

置づけられている。脆弱性への対応が重点分野の1つとなっており、そのなかで、社会・生

活面の向上と貧困削減・格差是正のための保健医療分野におけるプログラムとして、本プロ

ジェクトが位置づけられている。 

また、「鳥・新型インフルエンザに関するハノイ閣僚級会合」（2010年4月）において「新

型インフルエンザをはじめとする新興・再興感染症の脅威への備えを強化すること、国境を

越えて拡大するおそれのある人獣共通感染症に対処するために、国際・地域協力や多分野間

協力を強化する（ハノイ宣言）」を採択していることからも、本プロジェクトがもつ外交的

意義は大きい。 

 

（3）C/P機関のニーズとの整合性 

ベトナムでは、高危険度病原体に係る診断は、特に地方において、十分に実施されている

とはいえない。ベトナム保健省の指針では、NIHE及び地域研究所は、管轄下の地域PCPMか

らの感染症情報を集積する機能が期待されていると同時に、地域PCPMは、迅速に病原体を

感知するセンサーとしての役割が期待されている。バイオセーフティ及び病原体診断技術は

その基礎をなすものであり、これら実験室間の診断ネットワークの確立を目的とする本プロ

ジェクトは、NIHE、地域研究所及びPCPMのニーズとも一致しているといえる。 

 

４－２ 有効性 

以下の理由により、本プロジェクトの有効性は中程度に高いと考えられる。 

    

（1）成果とプロジェクト目標の関連性 

本プロジェクトにおいては、プロジェクト目標達成のために、5つの成果を設定している

が、すべての成果はプロジェクト目標を達成することに貢献している。本プロジェクトの開

始以前は、診断技術及び検査試薬等の不足により、特にPCPMにおいて診断できる病原体は
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極めて限定されたものであった。本プロジェクトの前半においては、バイオセーフティ及び

病原体診断能力の強化とともに実験室間のネットワーク強化が行われた。特に、NIHE、地域

研究所において能力が強化されるとともに、パイロットPCPMにおいても進展がみられてい

る。本邦研修及び現地研修の実施により、C/P間及び日本人専門家との良好な関係が構築さ

れ、連携強化と情報共有を促進しているものといえる。 

今後も活動を継続することにより、各成果は十分なレベルに達成することが見込まれ、ひ

いては、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成することは大いに見込まれるこ

とから、有効性は高いと判断される。 

 

（2）プロジェクトの進捗に影響を与えた阻害要因の有無 

有効性に対する阻害要因は、中間レビュー時点で特に観察されない。 

 

（3）成果レベルの外部要因 

プロジェクト目標達成のための外部要因のなかで、「PCPM整備に関する政府の予算が削減

されない」及び「NIHE及び各地域研究所に対する政府の予算が削減されない」に関しては、

満たされる可能性は高いものの、2013年に関しては、ベトナムの経済状況の悪化による10月

以降の予算の削減が発表されていることから、プロジェクトの進行に影響を与える可能性が

ある。 

 

４－３ 効率性 

以下の理由により、本プロジェクトの効率性は高いものと考えられる。 

 

（1）日本側からの投入の効率性 

1）専門家の派遣 

質、量、タイミング的に適切に行われている。先行案件を通じて構築された関係を基に、

短期専門家の派遣に際して頻繁な研修計画準備等に関する協議を開催しており、専門家派

遣の効率性は高いものとなっている。C/Pに対するインタビューによると、大多数が、プ

ロジェクトの長期専門家及び短期専門家は研究者であるため、科学的及び技術的側面にお

ける議論が容易で、専門家の派遣に関しては、質、量、タイミングともに適切であったと

回答している。 

2）研修 

研修での活動内容は、日本側専門家とC/Pが協議し決定している。本邦及び現地研修に

参加したC/Pの大多数は、研修員の選択、タイミング・期間、研修内容は適切であったと

回答している。研修で得られたこと（機器の使用方法、実験計画の設計、診断手法等）は、

本プロジェクトの活動だけでなく、他の活動や教育業務にも活用しているとのことである。 

3）供与機材及び現地業務費 

必要な機材がタイムリーに供与されており、供与された安全キャビネット、オートクレ

ーブ等は、適切に維持・管理されていることが確認された。また、プロジェクトにおいて

有効に活用されている。プロジェクトに必要な費用（実験器材及び旅費等）も遅延なく支

出されている。  
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（2）ベトナム側からの投入の効率性 

1）C/Pの配置 

既述したように、NIHEにおける先行案件におけるC/Pの多くが、本プロジェクトのNIHE

におけるC/Pとして配置されており、プロジェクトでのコミュニケーション面での高い効

率性に貢献している。 

2）業務費 

NIHE及び地域研究所の予算は保健省より配分される一方で、PCPMに対する予算は、各

省の人民委員会（Provincial People’s Committee）により配分が行われている。前者につい

ては、承認済みの予算がNIHEに配分されるまでに時間を要することはあったが、プロジェ

クト活動には大きく影響していない。 

 

（3）先行案件の実績の活用 

先行案件において、NIHEで蓄積された経験、実績、技術的ノウハウ、人的資源、資機材な

どを活用することによって、効率的に各関係機関に対する技術移転が実施されている。特に、

各地域研究所において、本プロジェクトにおける重要な活動実施部門であるバイオセーフテ

ィに係る組織の設立は、本プロジェクト開始時には既に決定しており、開始後1年以内に設

立されたため、プロジェクトの活動を円滑に開始・遂行することができた。 

 

（4）活動の効率性 

既述のとおり、プロジェクトの初期において、対象病原体7種及び10のパイロットPCPMの

選定が適切に実施されたことにより、プロジェクト活動は効率的に進捗したものといえる。 

 

４－４ インパクト 

（1）上位目標達成の見込み 

プロジェクト目標に関する指標は着実に達成されてきており、大きな社会的・経済的変化

がなく、プロジェクトの進行に大幅な変化が生じなければ、「高危険度病原体により発生す

る感染症の流行防止・抑制対策を講じるための正確・迅速な検査体制が整備される。」とい

う上位目標の達成に貢献するものといえる。評価指標である「高危険度病原体により発生す

る感染症の確定診断にかかる日数」は、NIHE及び地域研究所の実験室においては、着実に短

縮が見込まれるが、診断の質を高めることが今後の重要課題である。また、地域で発生した

感染症の確定診断をより確実にするために、PCPMとNIHE及び地域研究所間の連携を更に強

化する必要がある。インフルエンザ以外の高危険度病原体については、検査数そのものが少

ないために、プロジェクト終了後3年以内の達成を厳密に測定することは難しいことも予想

されるが、将来的には達成されることが大いに見込めるものと期待される。 

 

（2）波及効果 

本プロジェクトは、以下のとおり、正のインパクトをもたらしている。 

1）本邦研修及び現地研修に参加したC/Pのバイオセーフティ及び病原体診断に関する能力

は向上している。特に、NIHE及びPIHCMCのC/Pは、プロジェクト活動を通じて、該当分

野に係る知識・技術が向上しており、プロジェクトの内容を理解したうえで管轄下のPCPM
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に対するバイオセーフティ及びGMTに関する意識向上のための指導や研修を実施するよ

うになっている。 

2）NIHE及び地域研究所のC/Pの多くは研究者である。本プロジェクトで研修を担当する

NIID研究者との交流は、研究面においても有意義なものであり、科学技術研究分野におけ

るレベルアップにも貢献するものと考えられる。 

    

本プロジェクトでは負のインパクトはみられていない。ただし、PCPMにおける本プロジ

ェクト対象病原体の診断の導入は、対象施設の設備及び人的資源状況を十分に配慮したうえ

で実施することが望ましい。 

 

４－５ 自立発展性 

自立発展性は中程度に高いが、特にPCPMでの実験室診断のための予算の確保及び人材育成の

点では課題が残る。 

    

（1）政策面の支援 

ベトナム政府は、近隣諸国における高危険度病原体の発生に関しても高い関心を示してい

る。「保健セクター開発計画2011～2015年」では、感染症の予防のためのヘルスケア、検査

及び治療の質の改善を重点課題としているとともに、保健省の優先課題には、感染症及び危

険因子のモニタリングの強化及び予防体制の強化が示されている。プロジェクトの目標はベ

トナムの国家政策とも一致しているため、プロジェクト終了後の保健省からの政策支援の継

続は大いに見込むことができる。 

 

（2）財政面 

保健省は、NIHE及び地域研究所に対する予算の配分を行っており、保健省からの病原体診

断に係る予算は確保される必要がある。保健省財務・計画局、計画部門の副部長へのインタ

ビューによると、保健省は本プロジェクト終了後もバイオセーフティ及び実験室の連携強化

に関する活動を継続・促進するために予算の配分を継続して実施するとのことであった。一

方で、財政状況に係る総理大臣の指令に従い、2013年10月以降の予算は削減予定であるとも

述べている。該当分野に配分される予算は、政府の財政状況とも密接に関係しているため、

プロジェクトの成果が維持・向上するためには、今後の予算の動向にも十分留意する必要が

ある。 

本プロジェクトに関連するPCPMに配分される予算は、省人民委員会の保健局によって配

分が決定されている。PCPMにおいては、食品衛生、水質等の検査も重要な業務であり、高

危険度病原体の診断の優先度はNIHEや地域研究所のように高くないのが現状である。PCPM

においては、病原体の診断に必要な一定予算、特に診断に必要な試薬及び消耗品に係る財源

が確保され、診断能力が更に強化されることが望ましい。 

 

（3）組織及び技術面 

NIHE及び地域研究所においては、プロジェクト活動を通してバイオセーフティ、病原体診

断及びプロジェクトの運営に関連するC/Pの能力は強化されてきているといえる。NIHE 及び
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各地域研究所のスタッフは、長期間にわたり関連職位に従事する傾向が強く、本プロジェク

トによって育成されるスタッフは、プロジェクト終了後においても同一あるいは関連職位に

とどまり、研究所内及び省レベルなどに対して技術的支援、指導等を行っていく可能性が高

い。 

PCPMに関しても、バイオセーフティ及び病原体診断に関する能力強化は、現時点では進

行中であるものの、大部分のスタッフは現在の施設に定着する傾向があることから、研究所

と同様に、プロジェクト関連の技術は定着することが期待される。 

プロジェクト活動を通して、C/Pの知識、技術及び管理能力は向上しているが、特に地域

研究所及びPCPMにおいては十分とはいえず、人材面での強化は継続して行う必要があると

いえる。 
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第５章第５章第５章第５章    結論結論結論結論 

 

（1）本プロジェクトは、ベトナム側の開発政策、日本のODA政策、C/P及び対象地域のニーズと

整合しており、妥当なものである。 

 

（2）本プロジェクトは順調に進捗しており、プロジェクト活動の中間時点としては、予定どお

りの成果が産出されているといえる。プロジェクト後半で継続される活動により、更なる成

果を達成することが十分に期待できる。 

 

（3）プロジェクト終了後の活動の自立発展性については、特にPCPMでの実験室診断のための予

算の確保及び人材の面において課題が残る。 
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第６章第６章第６章第６章    提言提言提言提言 

 

中間レビュー調査結果を踏まえ、順調なプロジェクト実施の継続、持続性の確保と改善を行う

ために、以下の点に関して提言を行った。 

 

（1）特にPCPMにおいて、バイオセーフティ及び病原体診断の担当者を正式に任命するとともに、

NIHE及び地域研究所へ報告し、担当者の研修記録をプロジェクトともに共有すること。 

 

（2）プロジェクトマネジャー会議を補完するものとして、必要に応じて、NIHE及び地域研究所

スタッフ間でプロジェクトの実務的・技術的な課題についての協議を開催すること。 

 

（3）プロジェクト対象の実験室において、安全キャビネット、オートクレーブ等の実験器材の

維持管理システムを構築すること（例えば、NIHE及びPIHCMCは、機材維持管理の技術を他

地域研究所及びPCPMに移転することが望ましい）。 

 

（4）プロジェクトでは、現在対象としている7種の病原体に対する診断能力を引き続き強化する

とともに、ベトナムにおける優先度に応じて、他の感染症にも柔軟に対応すること。 

 

（5）プロジェクトが実施している各種研修は、C/Pからの評価が高いため、特に、現地研修は更

に充実させること。現地研修に係る費用についても確保すること。 

 

（6）ベトナムにおける感染症対策活動の継続には、実験室診断及び機材維持管理に係る予算の

確保が重要課題である。保健省は全国での実験室診断ネットワークを維持・強化するために、

更なる投資を行うこと。 

 

（7）パイロットPCPMでは、担当地域において迅速に病原体を検出する役割を果たすために必要

なバイオセーフティ、実験室診断能力及び機材維持管理に係る能力が強化されてきている。

NIHE及び地域研究所は、これらに関する経験を更にPCPMに移転すること。 

 

（8）近隣諸国との情報共有は、プロジェクトの目標達成に不可欠である。プロジェクトでは、

ラオス、カンボジア、ミャンマー等の近隣諸国を訪問し、現状調査を実施すること。 
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第７章第７章第７章第７章    教訓教訓教訓教訓 

 

（1）特に本プロジェクトのような科学技術系の特殊な専門知識を必要とする案件においては、

プロジェクトのチーフアドバイザー及び業務調整員の選定が重要である。本プロジェクトの

チーフアドバイザーは十分な研究実績をもち、国際的にも高く評価される NIID 出身の研究者

である。本プロジェクトでは、C/P の多くも研究者であることから、プロジェクト関係者間の

技術的な面でのコミュニケーションは、特に円滑であったといえる。さらに、チーフアドバ

イザーと当該分野と現地事情に精通した業務調整員が中心となり適切な人選と配置がなされ

た結果、多くの NIID の研究者が短期専門家として派遣され、C/P 及び現地スタッフからは高

い評価と信頼を得ることができている。 

 

（2）本プロジェクトに関しては、先行プロジェクトを通して築かれた良好な関係がプロジェク

ト関係者間の円滑なコミュニケーションを促進し、成果の達成に貢献している。その背景に

は、長期にわたる NIHE と PIHCMC を中心としたベトナム側の研究所と日本における感染症

対策の最高機関である NIID の協力体制及び全面的な技術支援の実績があり、効果的な国際技

術支援や国際協力プロジェクトを発展させていくうえで重要な協力体制であるといえる。 

 

（3）プロジェクトの効率性及び自立発展性を高めるために、利用者側の要望を十分に理解した

うえで機材及び機器の供与を行うことが重要である。本プロジェクトの成果の達成には、質

の高い現地研修の実施が大きく貢献している。プロジェクトでは、現場における C/P 側のニ

ーズを十分に把握したうえで必要な機器を適切に設置するとともに、設置後の取り扱い及び

維持管理の面にも配慮したため、現地研修が効率よく実施されたうえ、その後の C/P 自身に

よるプロジェクト活動及び研修の実施が可能となっている。 
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第８章第８章第８章第８章    今後の方向性・総括今後の方向性・総括今後の方向性・総括今後の方向性・総括 

 

８－１ PDM の変更点 

今回の中間レビューにおいては、2010年8月にJCCから正式に承認されたPDM Ver.0を使用した。

今回の中間レビュー調査では、成果の評価指標に関する4カ所の変更が加えられた（PDM Ver.1）。

PDMの変更点及び変更理由を下表に示す。 

 

 
PDM Ver.0 

PDM Ver.1 

（中間レビュー調査後） 
変更の理由 

成

果

１ 

指標 1-4 

各機関関係者から構成さ

れる PMM の開催回数及び

各回の参加者人数 

 

PMM あるいは技術運営会議

13

の開催回数 

 

PMM の開催は、議長をはじ

めとする参加者の日程調整

が困難であるため容易では

ない。PMM の補完として、

実務的なレベルでプロジェ

クトの技術的な課題を協議

する場を設定する。 

成

果

２ 

指標 2-1 

NIHE、各地域研究所及びパ

イロット PCPMの実験室ス

タッフのうち、高危険度病

原体の診断に関する研修

を受講したスタッフの割

合及び数 

 

NIHE、各地域研究所及びパ

イロット PCPM の実験室ス

タッフのうち、高危険度病原

体の診断に関する研修を受

講したスタッフの数あるい

は比率 

 

関連のスタッフの数が少な

い場合が多いため、パーセ

ントによる評価が適切とは

限らない。対象となる関連

スタッフの数が明確な場合

には、数による評価も可能

である。 

成

果

３ 
指標 3-1 

NIHE、各地域研究所及びパ

イロット PCPMスタッフの

うち、実験施設及び機材の

運用・維持管理に関する研

修を受講した割合及び数 

 

NIHE、各地域研究所及びパ

イロット PCPM スタッフの

うち、実験施設及び機材の運

用・維持管理に関する研修を

受講した数あるいは比率 

 

関連のスタッフの数が少な

い場合が多いため、パーセ

ントによる評価が適切とは

限らない。対象となる関連

スタッフの数が明確な場合

には、数による評価も可能

である。 

                                                        
13 技術運営会議は、NIHE、地域研究所スタッフ及び専門家による、プロジェクトの実務的・技術的な課題についての協議で

ある。 
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指標 3-2 

対象施設において関連の

規定・マニュアルに準拠

して運用・維持管理され

る実験施設及び設備の割

合 

 

対象施設において関連の規

定・マニュアルに準拠して

運用・維持管理される実験

施設及び設備の数あるいは

比率 

 

対象となる実験施設及び

設備の数が少ない場合、パ

ーセントによる評価が適

切とは限らない。対象とな

る実験施設及び設備の数

が明確な場合には、数によ

る評価も可能である。 

 

８－２ 調査総括（団長所感） 

 

JICA 人間開発部人間開発部人間開発部人間開発部    技術審議役技術審議役技術審議役技術審議役 金井金井金井金井    要要要要 

 

本プロジェクトは、ベトナム国内で高危険度病原体に対処するために、4 地域研究所（NIHE、

PIHCMC、TIHE、PINT）、10 省のパイロット予防医療センター（PCPMs）の実験室診断能力を向

上させ、関係機関の連携を強化することを目的に 2011 年 2 月に開催された。5 年間のプロジェク

ト期間の折り返し地点として、2013 年 10 月に中間レビューを実施した。 

 

（1）BSL3 の導入 

2007 年 3 月から 2008 年 1 月に実施された無償資金協力「国立衛生疫学研究所（NIHE）高

度安全性実験室整備計画」で NIHE に BSL3 実験室が導入され、また、2016 年 3 月から 2010

年 9 月にかけ実施された技術協力「国立衛生学研究所能力強化プロジェクト」で日本から

NIHE に導入された可搬式 BSL3 が、2013 年 3 月に NIHE からホーチミン市の PIHCMC に移

設された（現在、BSL3 審査のための書類を準備中）。 

先行の技術協力プロジェクトで BSL3 が導入され、ベトナムにバイオセーフティの概念を

根づかせ、また、PIHCMC にも可搬式の BSL3 が導入されたことにより、国内に画期的な意

識改革を起こした。バイオセーフティの研修が実施され、バイオセーフティ関連の法令が整

備された。BSL3、BSL2 とそれぞれの施設が必要とする設備、職員配置、職員の資質（受講

歴等）の審査項目があり、BSL3、BSL2 の保持を予定している機関は早期に基準を達成し、

申請することが求められている。 

 

（2）7 疾患の選定 

実験室診断能力を向上させるために 7 疾患が選ばれ、国立感染症研究所（NIID）の専門家

による指導が実施されている。選考された疾患はインフルエンザ、コレラのように現在も流

行の可能性があり、主要機関だけでなく国内各地の検査機関で検出が求められている疾患も

あるが、炭疽菌、ペストのように流行に地域が限られている疾患や過去 10 年以上流行が認

められない疾患がある。これらの疾患がベトナム側と日本側の双方の了解により選ばれ、着

実に研修が実施されている。同時に実験室維持・管理能力の向上もバイオセーフティの実施

のために重要な事項であり、毎年多数の職員を対象に実施されている。 
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（3）PDM 修正について 

PDM の指標について若干修正がなされた。 

PDM の 3 カ所で研修を受講した者を受講率（％）と人数（percentage and number）で示す

ように指標が定められていたが、実際に各機関の受講対象者の人数は少なく（1 施設 1 名か

ら多くて数名程度）、受講率（％）で表示することが合理的でない。人数と比率（number and/or 

proportion）を指標とすることに変更し、この結果を中間レビュー調査団が、JCC に提案し同

意された。 

 

（4）中間レビューの評価 

評価 5 項目に従いレビューを実施し、全体として「適当」と判断した。 

バイオセーフティの概念をベトナムに定着させ、疾病対策についての国内ネットワークを

構築することは、ベトナム政府の感染症対策とわが国の ODA 方針に合致しており妥当

（relevance）である。関係者の問題意識も高く、関係機関のネットワークに良好な関係が構

築されており、プロジェクト目標は達成しつつあり、プロジェクト目的の有効性（effectiveness）

が示された。現地で使用する機材や試薬も遅れることなく投入され、研修等が効率的

（efficiency）に実施されていた。ベトナム政府の財源また感染症対策に関する職員の継続的

育成という持続性（sustainability）には今後も注視していかなければならない。しかしながら、

2003 年に SARS、2004 年に鳥インフルエンザ（H5N1）の感染事例を経験したベトナムにお

いて、研究所職員の意識は高く、現在のところ職員の移動（離職も含む）はほとんど起こっ

ていない。 

 

（5）今後の支援の可能性 

わが国の NIIDの高名な感染症専門家の支援を受け、このプロジェクトは実施されている。

ベトナム側職員もその恩恵に浴していることを自覚している。しかし、感染症対策の技術レ

ベル、特にバイオセーフティは概念が定着しつつある段階で、十分に機能するにはいくらか

の技術的支援と時間が必要である。 

ベトナムで生活する邦人も増加し、5 時間程度で日本と行き来できる近距離であることか

ら水際対策も大切である。人や物が疾病を運ぶ場合が多々あり、感染症は国境にこだわらな

い。今回プログラムを更に発展させ、特定の国だけでなく、複数の国を同時にブラッシュア

ップするような技術的支援が必要ではないだろうか。 

 

８－３ 技術参与所感 

 

国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究センター長    田代田代田代田代    眞人眞人眞人眞人 

    

2013 年 10 月 2 日から 11 日まで、「JICA ベトナム高危険度病原体に係るバイオセーフティ並び

に実験室診断能力の向上と連携強化プロジェクト」の中間評価のために、ベトナムへ出張した。

保健省 NIHE、PIHCMC、PCPM 及び本プロジェクトの Hanoi 現地オフィスを訪問して各担当者と

面談し、さらに先行調査を行ったコンサルタントの報告資料を基礎に、本プロジェクトの進捗状

況、問題点、PDM 等の修正に必要性、今後の見通しと展望等に関して協議を行った。全体の総括
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は報告書に記載されたとおりである。 

 

＜所感＞ 

（1）本プロジェクトは、2006 年の NIID から NIHE への可動式 BSL3 施設の無償供与、2006～2010

年の第 1 期の技術移転プロジェクト、NIHE のハイテク施設への BSL3 実験施設の建設計画の

成果を基盤として、更にこれらをベトナム全国へ拡大発展させる目的である。 

前回のプロジェクトは、H5N1 鳥インフルエンザの流行とパンデミックの脅威を前にして、

ベトナム当局による強い要望、実施への意思と全面的な協力、及び JICA に対する NIID 等に

よる強力な技術支援に基づいて、非常に大きな成果を上げることができた。 

これに対してベトナム側が大きな満足と感謝の念を強く示した（NIHE 職員の一部には、前

回のプロジェクトに関する NINE の方針に批判的な勢力があったことは事実である。しかし、

JICA 側の助言に基づき、NIHE 及び保健省によって、さまざまな適切な対応が講じられた）。

その結果、ベトナム側が、JICA に対して更なる協力を強く期待したことが、今回のプロジェ

クトのスムーズな進展の重要な要因である。 

したがって、厳しい評価に基づいて、「成功」したと評価されるプロジェクトについては、

その更なる発展を図ることは非常に重要かつ意義があると判断される。 

今回のベトナムにおける第 2期の技術支援プロジェクトは 2年半を過ぎた中間時点におい

て、予想以上の成果を上げており、また多くの予想外の波及的効果を生んでいる。これらは、

開始時点における双方の認識、理解と目的の一致、それぞれの真剣かつ誠実な多大な努力に

基づくことはもちろんであるが、以前のプロジェクトの成果に対する的確な評価と、それに

基づいた適切な計画作成が大きな要因であったと判断される。 

 

（2）プロジェクトの実績評価に関しては、客観性、効率性の観点から、PDM の評価項目、評価

基準に基づく定量的な評価が重要な要素となっている。このような評価基準の適切性につい

ては、実施経過に伴って、多くの関係者からいくつかの問題点が指摘された。事前に決めら

れた指標に基づく実績評価は、実施能力そのものを判断するものではなく（疑い患者が発生

しなかった際には、実績ゼロとなるなど）、プロジェクトの達成を判断する基準としては必ず

しも適切ではないことが明らかになった。さらに、硬直化した表面的な定量化は、単に点数

の比較（得られた数値そのものの評価上の意義づけは定義されていない）に陥りかねず、ま

たそれが不可能な場合も存在する。 

本調査団では、このような点を考慮して PDM の一部修正が必要と結論され、それを提言し

た。今後も、評価基準、評価方法に対しても、より広い視点からの客観的な評価を可能とす

るような再検討を継続していくことが必要である。 

 

（3）一般的な評価に関する問題としては、事前評価、中間評価、最終評価にかかわるメンバー

は、可能な限り、同一のメンバーを中心に行うべきである。過去の経緯、進捗の経過等に精

通していない評価者によって、PDM の項目、特にその数値のみで評価、判断を行うことは、

当プロジェクトのような高度の専門性をもつ課題の場合には、相手側の理解と納得を得られ

ず、また誤った方向性に陥る可能性が高いと判断される。C/P も研究者・専門家であることか

ら、評価メンバーには、当該領域における知識と経験をもつ専門家を中心として、科学的妥
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当性に基づいた評価、判断を基本として、お互いに納得できる評価方法に基づく作業を心が

ける必要がある。 

 

（4）現地及び国内での技術指導に当たるリーダーであるチーフアドバイザー、短期専門家のす

べてが、当該領域において実際にラボでの十分な研究実績・業務実績をもち、国際的にも高

く評価される一流の研究者、科学者である点を特記したい。その結果として、C/P 及び現地ス

タッフからも、高い評価と信頼を得ている。このようなスタッフの資質に関して、適切な人

選と人員配置がなされることが、特に本プロジェクトのような特殊な専門的知識を必要とす

るプロジェクトにとっては、非常に重要な要因であることが実証されている。 

さらに、このような一流の研究者が、プロジェクトの目的に共感して、ベトナムにおける

公衆衛生のために、誠実かつ真剣な努力を積極的に続けてきたことに対しても、高く評価す

るとともに、敬意を表したい。 

 

（5）JICA 側のチーフアドバイザー、短期専門家のほぼ全員は、NIID から派遣されている。その

ために、NIHE や PIHCMC を中心とした長期にわたる NIID とベトナムとの相互協力体制、技

術支援の実績に基づいた良好な信頼関係と協力関係が、本プロジェクトのスムーズな進展へ

の大きな基盤となっている。 

従来の NIID と NIHE や PIHCMC との協力関係は、主に個人的な信頼関係の積み重ね（平た

くいえば、アジア特有の浪花節的な義理人情の機微に基づく縁）に基づいていたが、数年前

から、NIID と NIHE との間に相互研究協力に関する覚書が結ばれ、公式な研究交流が開始さ

れている。今後、この基盤を活用し、JICA 国際協力プロジェクトにうまく噛み合わせて、効

果的な国際技術支援、国際協力プロジェクトを発展させていくことが重要である。 

 

（6）本プロジェクトに関しては、歴代の現地専門家、短期アドバイザー、調整員、現地スタッ

フの個人的な人柄、識見などが、チーム内の人間関係はもとより、多くベトナム側関係者及

び長崎大学チーム、WHO 国内事務所などとの間に、非常に良好な協力関係を構築・維持する

ことに大きく貢献している。このような人選も、本プロジェクトの順調な進展にとって大き

な要因である。他のプロジェクトを含めて、今後の人選、人事配置については、透明性・公

正性を確保しながらも、硬直した採用規準の順守を避け、現場の実情に即した適切な人事が

行われることが必要である。 

 

（7）無償供与による NIHE における BSL3 研究施設については、当初は、文科省海外感染症拠点

計画に参画している長崎大学熱帯医学研究所チームが使用することに関してさまざまな意見

もあった。しかし、長崎大学チームは、NIHE との間に長い歴史と実績をもつ密接な研究協力

関係にあることから、JICA がその使用を早々と認め、積極的に協力体制を推進してきたこと

は高く評価できる。役所的な狭隘な縄張り意識を捨てて、All Japan として国民の税金を有効

に活用したことは、その後、JICA が JST との協力体制になったことからも、先験的な判断で

あった。今後の更なる協力体制の推進を期待する。 

 

（8）前回のプロジェクトにおいて指導、推進された、ベトナムにおけるバイオセーフティ管理
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に関する基本的な法律、関連ガイドライン、諸通知などが、2013 年になってようやく保健省

によって正式に制定された。これに応じて、NIHE に続き、各国立研究所も内部のバイオセー

フティ管理規定等を定め、その実施を進めている。さらに、関連する PCPM についても、必

要な規定等の作成について各国立研究所が指導を行うことになっている。このように、ベト

ナム全体として、国レベルでのバイオセーフティ管理に関する法的基盤が確立され、実施細

則、SOP、ラボマニュアルが整備されつつある。これ自身は、前回のプロジェクトの結果に基

づくものであり、本プロジェクトの直接的な成果ではないが、その実施と運用については、

これらを基盤とした本プロジェクトの成果として高く評価できる。 

わが国よりも一歩進んだ体制がベトナムで構築されつつあることは、本プロジェクトの成

果として喜ぶべきことではあるが、われわれにとっても大きな教訓を残している。 

一方、病院などの医療機関、農業省関係の動物の病原体を取り扱う研究・検査施設、大学

等の研究・教育施設及び民間の開発研究施設に対しても、このような統一的なバイオセーフ

ティ管理体制が必要である。医学教育においては、バイオセーフティに関する教科書が編集

されて、教育カリキュラムが組まれるようになったと聞いたが、詳細は不明である。 

保健省管轄下の公衆衛生研究・診断施設以外の施設に関する、全国的なバイオセーフティ

管理体制の確立は今後の課題である。日本においては、厚労省による感染症法と、農水省に

よる家畜伝染病予防法の異なる法律による二重規制が、調整不十分のままに行われており、

多くの問題を起こしている。本プロジェクトとは直接に関連しない問題かもしれないが、全

国の関連施設を統一したバイオセーフティ管理体制の必要性に関して、保健省側に問題提起

をしておく必要があろう。 

 

（9）今回の技術移転プロジェクトの事前調査において、NIHE によるリーダーシップの下での本

プロジェクトへの参画について、NIHE 以外の 3 カ所の国立研究所が強い感情的な反発を抱い

ていることが明らかになった。その背景には、公式には 4 カ所の国立研究所は同格であり、

NIHE がトップではないとの共通認識に加えて、ベトナムにおける南北問題が底流にあった。

そのため、本プロジェクトのスムーズな実施が懸念されていた。しかし、JICA 側の現地スタ

ッフの多大な努力によって、少なくともベトナムにおけるバイオセーフティ管理体制と病原

体診断に関しては、この問題は解消に向かいつつある。 

特に、JICA 現地スタッフが中心となって、各国立研究所及び関連 PCPM のスタッフを NIHE

に招いて、必要な訓練やワークショップなどを実施したこと、また前回のプロジェクトを通

して十分な訓練と実績を積んだ NIHE のスタッフをして、積極的に他の地域の国立研究所を訪

問させ、現地での技術支援、技術移転にあたったことなどは特記に値する（これまで、NIHE

の専門家が南部を訪問することなどはほとんど考えられなかった）。その結果、これまで想像

できなかったような変化が南北間の感情的なわだかまりの溝を埋め、互いの理解と協力関係

が構築されつつある。これは、本プロジェクトの波及効果として明記しておきたい。 

まだ、南北間の感情的しこりは完全には解消されていないが、今後、すべての地域の国立

研究所が、持ち回りで全国的な技術講習会やワークショップを企画、実施するような機会を

設けるなど、各地域の国立研究所がベトナム全体の公衆衛生活動に対する責任をより明確に

自覚し、それへの積極的な動機づけをするような方向性をもった計画を提案したい。さらに、

JICA 本部に対しては、そのための現地予算の確保をお願いしたい。 
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（10）前回のプロジェクトにおいて、NIHE がバイオセーフティ管理部門を新設し、当初はほとん

ど未経験であった Nguyen Thanh Thuy 氏をその責任者に任命した。NIID バイオセキュリティ

管理室を中心とする日本側による厳しい指導と研修などにより、彼は知識を習得して実地経

験を積むとともに、世界に通用するバイオセーフティ管理の専門家に育った。その結果、本

プロジェクト開始直前に、NIHE における BSL3 施設のみならず、すべての実験室におけるバ

イオセーフティ実験に関する統一的な管理責任者として、同部長に任命された。しかし、多

くの病原体取り扱い者の間から、ラボで病原体を取り扱った経験をもたない若いバイオセー

フティ管理専門家が、経験豊富な専門家に対して、病原体取り扱いに対する厳しい管理上の

指示をすることに対するさまざまな反発が起こった。 

本プロジェクト開始後に、NIHE はこれに対処するために、ラボ経験の豊富な研究者を同格

の部長に任命して反発を和らげるとともに、本プロジェクトのスタッフによって、職員に対

する教育、情報共有などが粘り強く続けられた。その結果、多くの職員の理解が得られ、NIHE

内部における感情的なしこりは解消して、Thuy 部長を中心としたバイオセーフティ管理体制

が確立した。その後、その実施・運営は順調に行われている。 

このようなさまざまな誤解と説明不足に基づく職員間の摩擦の解消に対しても、本プロジ

ェクトのスタッフによる地道な努力があったことを忘れてはならない。 

 

（11）前項に記した NIHE 内部におけるバイオセーフティ部門に対する誤解と反発は、本プロジェ

クト開始後において、NIHE と他の 3 カ所の国立研究所との間にも生じる気配があった。これ

に関しても、本プロジェクトのスタッフによる粘り強い説明や研修によって、バイオセーフ

ティ管理の必要性が理解されて、大きな問題には発展せずに済んだ。現在は、NIHE の Thuy

部長による実質的なリーダーシップ体制が、全国的に受け入れられていると判断される。 

 

（12）PIHCMC については、歴史的に NIHE よりも格上との自負があり、以前は能力、実績とも

に NIHE よりも勝っていた。しかし、NIHE への BSL3 施設の無償供与や、前回の技術移転プ

ロジェクト開始後には、むしろ NIHE の実力が急上昇して状況が逆転しているのが、客観的に

見た現状である。その結果、かえって南北問題の溝が深まったとの評価もある。 

そこで、本プロジェクトでは、NIHE に供与した可動式 BSL3 実験施設を、2013 年 3 月に

PIHCMC に移転させた。これは南部において、国が承認した初めての BSL3 施設となるもので

ある。これは、PIHCMC 側を満足させて、南北問題の解消に資するとともに、本プロジェク

トの目的に沿うものであり、その実施は高く評価できる。今後、本プロジェクトの計画に沿

って、新施設の活用が期待される。 

 

（13）当初の計画では、年に 2 回以上、本プロジェクトの主要メンバーである 4 カ所の国立研究

所長が集まって、プロジェクトの進捗、管理に関する討議を行う会議（PM）を開催すること

になっている。しかし、各所長は多忙であり、年 2 回の PM は 1 回も開催されていない。 

一方、各国立研究所の業務実施担当者間では、技術的な問題解決に関する実務者間の合同

会議の必要性が強く提唱されている。そこで、PM の開催は依然必要ではあるが、時間的調整

や限られた現地予算から、必ず開催すべきとの条件を緩めることが妥当であろう。 

むしろ現実的な現場担当者による ad hoc の technical meetings の優先度が高く、その開催が
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必要かつ有益であると判断された。その結果、PM に関する PDM の変更を提案した。今後、

この変更に伴う technical meetings の開催にかかる現地予算の確保が必要である。 

 

（14）本プロジェクトの対象となる病原体は、本プロジェクト開始後に、BSL3 病原体を中心とし

た 7 種類が選択された。この選択は極めて妥当なものと判断される。 

しかし、ベトナム全体における分布状況、発生頻度、対応の緊急性、施設・人材・予算な

ど限界等を勘案して、すべての病原体に関して全国一律で対応するのではなく、地域性、優

先度等と考慮した柔軟性をもたせる必要がある。具体的な対応については、プロジェクトで

検討してもらいたい。 

 

（15）2012 年から 2013 年にかけて、ベトナムでも手足口病（HFMD）の大きな流行があり、この

際に多数の小児が髄膜炎、脳炎を発症して、大きな社会問題となった。これに対して、保健

省及び NIHE から本プロジェクトに対して、HFMD に対する対応が要請された。これに対し

て JICA 本部からは、本プロジェクトの対象疾患ではないとの理由（と聞かされた）から、対

応が行われなかったとのことである。これに対して、ベトナム側は強く落胆しており、多く

の関係者から残念であったとの意見が聞かれた。 

予算の制限等もあることから、プロジェクト計画を無制限に変更、拡大することは適当で

はないが、今回の事態を教訓として、今後は、計画に固執した硬直化した対応ではなく、現

地の要望、必要性、緊急性に沿った柔軟な対応が必要であろう。実績評価も、このような緊

急対応を高く評価すべきである。JICA 側の善処を強く期待する。 

 

（16）今回の限られた印象ではあるが、WHO 及び US CDC などの他の協力機関との交流、情報交

換、重複を避けた必要な協力などについては、いまだ十分な対応ができていないと思われる。

さらに、日本大使館とも更に緊密な連絡が必要であろう。これらは、現地オフィスに対する

宿題でもあり、今後、これらを通じて、更に効率の良い計画実施を推進してもらいたい。 

 

（17）本プロジェクトの後半の活動に対する課題と要望 

これまで順調に進捗している本プロジェクトの成果を、更に周辺諸国へも波及させること

が強く望まれる。感染症には国境がないことから、周辺諸国との協力関係を緊密にすること

は絶対に必要である。したがって、次期のプロジェクトの可能性を念頭に、カンボジア、ラ

オス等への調査を前倒しで実施することを提案する。 

一方、今回のプロジェクトの対象である 10 カ所の国内モデル PCPM に対する支援を、残り

のすべての PCPM にも波及させることが、ベトナム全国の病原体検査体制の確立には不可欠

である。現実問題として、限られた予算、人的問題等もあることから、これらについても十

分な事前調査が望まれる。 

 

（18）ベトナムにおける各省の地方分権体制が、トップダウンによるべき感染症危機体制のネッ

トワーク構築には、大きな足枷になっていることが懸念される。これは、保健省による各省

への指示・命令系統などの指導性の限界を暗示している。特に中央政府から各省に政策の実

施を指示しても、その実施に必要な予算化はすべて各省の人民委員会に委ねられている現状
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では、その実施には地域差が生じ、全国的に均整のとれたネットワーク体制の構築は極めて

困難であろう。 

この問題解決の方策として、保健省は全国を統一した CDC 構築を構想している。この点に

関しても、本プロジェクトの C/P である保健省担当者と、頻繁に意見交換を行う必要があろ

う。 

 

（19）政府職員を含めた多くの人から、ベトナムのめざましい経済発展にもようやく陰りがみえ

てきたとの説明を受けた。経済発展鈍化の影響を受けて、国家予算、地方財政も厳しくなり

つつあり、2013 年 10 月以後における施設、備品等の購入は 50％削減になるという。さらに、

2014 年度は当初から 30％の予算削減が予定されている。このような財政的な状況において、

本プロジェクトも直接的・間接的に影響を受けることは避けられないと思われる。 

これに関しても、本プロジェクトは十分な情報収集に努めるとともに、それへの対処を適

切に行うことは言うに俟たない。関係者が一丸となって、この問題克服に協力する必要があ

る。具体的戦略に関しては、保健省及び JICA 本部、大使館等とも協議を重ねる必要があろう。 

 

（20）本プロジェクトの中間段階における全体的な評価としては、当初の計画に沿って順調に進

捗していると判断される。一部については予想以上の成果も上げられており、後半において

も、更に実績、成果を積み重ね、終了時には計画どおりの成果を上げることが、強く期待で

きる。 

したがって、最初に記載したとおり、本プロジェクトの実績に基づいた次期プロジェクト

の計画策定を準備し、本計画の成果を継続発展させるべきである。その準備を後半の課題の 1

つとして積極的に進めるべきである。 

本プロジェクトをもって支援を打ち切る場合には、これまでの多くの資金、人材を投入し

て行われた無償供与、技術移転プロジェクトの成果、実績が元の黙阿弥になる可能性がある。

そればかりではなく、これらの実績（施設、機材、教育したスタッフ等）が多国のグループ

にそっくり転用される結果になることが懸念される。このような失敗は、過去においてもタ

イの NIH、ケニヤの KEMRI など枚挙にいとまがない。 

今後このような轍を踏まないためにも、ベトナム及び周辺地域の感染症サーベイランス体

制の確立と、わが国の海外基盤の更なる強化を新たな目標として、本プロジェクトの発展継

続を進めるべきである。 

 

国立感染症研究所バイオセーフティ管理室長国立感染症研究所バイオセーフティ管理室長国立感染症研究所バイオセーフティ管理室長国立感染症研究所バイオセーフティ管理室長    棚林棚林棚林棚林    清清清清 

             

SARSや高病原性鳥インフルエンザ等の BSL3病原体による感染症の対策では BSL3実験室等の

バイオセーフティにかかわる施設整備、バイオセーフティ体制整備を伴った対象疾病の検査技術

の整備が必須である。本技術協力プロジェクトに先行して実施された協力において、ベトナムで

は、初めて国立衛生疫学研究所（NIHE、ハノイ）に BSL3 実験室が整備されるとともにバイオセ

ーフティの体制整備、病原体取り扱い、実験室の維持管理及びインフルエンザウィルスの検査技

術が整備された。 

本プロジェクトでは、ベトナム国内の NIHE を含む 4 カ所の中心となる国立研究所（PIHCMC、
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TIHE、PINT）とパイロット機関として選定された 10 カ所の省予防医療センター（PCPM）で、

各施設間のネットワーク構築、高危険度病原体等に係るバイオセーフティ及び実験室診断能力の

強化を全国的に展開することを目的として協力事業が行われている。今回の調査は本プロジェク

ト中間期にあたり、目的の達成状況や妥当性、課題等について現地調査を含め実施された。ここ

では、バイオセーフティにかかわる観点から所感を記述する。 

 

プロジェクト期間：2011 年 2 月～2016 年 2 月までの 5 年間 

調査期間：2013 年 10 月 2 日～10 月 11 日 

コンサルタント団員による調査は、2013 年 9 月 22 日～10 月 11 日 

訪問先：ベトナム国保健省、WHO ベトナム事務所、NIHE、PIHCMC、Dong Nai PCPM、及び JICA

ベトナム事務所と NIHE 内プロジェクト事務所並びに在ハノイ日本大使館（コンサルタント団員

の調査は、TIHE、PINT、Dak LakPCPM、Yen BaiPCPM を含む） 

 

（1）省予防医療センター（PCPM）における事業 

本プロジェクトに参画している 10 カ所の省予防医療センターのうちホーチミン市中心部

より陸路約 1 時間半に位置する Dong Nai PCPM を訪問した。 

同センターは、所管省におけるワクチン接種、HIV 検査、水質検査、食中毒や食品の検査

等を実施している。訪問当日は、センター1 階にワクチン接種や血液検査等のために市民が

多く受診していた。 

職員は全体 95 名でそのうち検査部門の担当は 16 名である。センター内にバイオセーフテ

ィ委員会が組織され、職員 16 名はバイオセーフティ講習を受講しており、1 名の機器維持担

当者が指名されている。バイオセーフティ及び検査技術に関する講習は PIHCMC において、

または同センターへ PIHCMC より講師や機器の維持管理、校正担当者が来訪することもある。

また、ハノイ NIHE での講習会に職員を派遣予定である。上階には、バイオセーフティキャ

ビネット、オートクレーブや PCR 機器が配備された実験室が設置されている。短時間のため

実際の作業状況を見ることができなかったが、機器の一部で稼働していないものがあり、維

持管理のための予算や実施計画が必要と思われた。 

感染症の実際の検査は、大腸菌や赤痢菌の分離培養が可能で、デング熱については ELISA

検査が実施されている。手足口病やデング熱重症例での PCR 検査の確定診断のためには検体

を PIHCMC へ移送している。 

当センターは、所管内の病院やクリニックでの検体採取やその指導も担当しており、検体

の安全的確な取り扱いについてバイオセーフティ技術の教育訓練が継続して実施され普及

すること、また実際の BSL2 レベルの検査や検体取り扱いを実施することで技術向上が期待

される。 

 

（2）中核となる国立研究所での事業 

1）ホーチミン・パスツール研究所（PIHCMC） 

ベトナム南部の拠点研究所として着実にバイオセーフティにかかわる施設、運用の整備

が進んでいる。所内に独立したバイオセーフティ管理部門は設置されていないものの活発

な委員会活動が行われている。特筆すべきは、可搬式 BSL3 実験施設の移設と専属の技術
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者が配置され運転の維持管理がなされていることである。また、運用マニュアルや利用者

の講習も実施されている。ホーチミン市当局の認証後には、保健省への認定申請がなされ

るとのことであり、ウイルス分離を含む高病原性鳥インフルエンザウイルスなどの実験室

診断が安全迅速に実施可能となることが期待される。また、バイオセーフティにかかわる

マニュアル等も整備され、所内並びに担当 PCPM 職員に対するバイオセーフティの講習や

実験室診断のための講習も実施されている。さらには、市内病院職員に対するバイオセー

フティ講習も PIHCMC バイオセーフティ委員会により実施されていることは評価される。

今後は、施設維持管理や BSL2 実験室作業者の教育訓練等が着実に実施され、微生物取り

扱いの技術の向上が期待される。 

 

2）国立衛生疫学研究所（NIHE） 

本プロジェクトに先行して BSL3 実験室の整備が行われ、その運用にあたっては担当部

も設置されており、マニュアル等や教育訓練ツールが整備されている。BSL3 実験室は節

電等の目的で一部稼働を休止する場合があるがほぼ毎日利用されており、インフルエンザ

をはじめとする高危険度病原体の検査研究に貢献している。また、長崎大学が拠点として

いる研究事業とも連携して施設利用がなされている。 

検査技術等についての研修は、日本からの短期専門家とともに国内各地からの担当者が

参加して実施されている。さらに、他の 3 カ所の国立研究所との連携、担当 PCPM のバイ

オセーフティ講習や検査技術講習も実施されており今後もベトナムにおける感染症対策

のための検査研究機関として期待される。 

 

3）プロジェクト全体について 

NIHE内に JICAプロジェクト事務所が設置されチーフアドバイザー及びコーディネータ

ーが常駐し、C/P との良好な連携がなされプロジェクトが進行しておりプロジェクト中間

時における達成度は高く評価される。最終的な目的であるベトナムにおける感染症対策に

貢献する検査能力の強化を実現するためには、施設整備はもとより、バイオセーフティに

関するハード・ソフトの充実とそれを運用する人材の育成が継続して実施されることが重

要であり、そのうえで個別の感染症検査技術獲得が必要となると考えられる。BSL3 実験

室を使用しなければならないような感染症の多くはまれであり、また、地域性がある場合

が多く、現状で多くの疑い検体の検査を全国で実施することにはならないが、発生に備え

て、BSL2 レベルの感染症の検査や病原微生物の取り扱い技術の向上維持、施設設備運用

が継続して実施されることが必要であると考えられる。 

また、各研究所や省のセンターにおいて本プロジェクトで選定されている感染症すべて

の検査を実施できるようにすることは費用対効果を考えると得策ではなく、各機関の連携

を強化し検査体制を分担することで効率的な検査体制が構築されるものと考える。 

感染症は人や物資の移動などで国境を越えて拡大することがあり、ベトナムにおいても

近隣諸国との感染症情報の共有ができるような協力関係が構築されるように、本プロジェ

クト後半の目標にも期待される。 
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